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報 告 事 項  回 答  

 

■準備書面 1P  JA2JNA 岡本吉史 

１、１００周年について 

   ２月の理事会において、ＪＧ２ＧＦＸ種村理事からの提案に対して「必要に応

じて分科会等の設置をおこなう」ということが了承されたようです。また、ＪＡ

ＲＬＮＥＷＳ2023年春号の７０ページで標記の件について触れられましたの

で、ホッとしているところです。  
   大変な作業になっていくと思いますが、ＪＡＲＬを創設された先輩諸氏の熱

い思いを忘れずに準備を進めていただければと思います。  
  昨年の提言者として、私も微力ではありますがお手伝いをさせていただく所存

です。  
  昨年も提案致しましたが、今年も１００周年の記念事業の１つとして「ＤＸペ

ディション」を実施していただきたいと思い、再び提案させていただきます。  
 
 【ＤＸペディション実施について】 

    日本の近くで考えると、DXCC Most Wanted List の５位前後の「BS7H」や

「BV9P」からの運用でしょうか？ ただ、それらはそのエンティティの管轄国

との交渉が必要になりますので難しいとは思いますが、ＪＡＲＬの総力あげて、

何とかしてほしいところです。  
   もし無理な場合は、ＪＤ／Ｍ（南鳥島）から大々的なペディションもいいか

もしれません。ここは普段一般人の運用が出来ません。関係者による、ほそぼそ

とした運用しかありません。現在の運用は気象庁職員？による個人的な運用で、

バンドも限定的で、パワーも小さいようです。  
   ぜひとも３年後を目指して、関係省庁から運用の許可をいただいて、１週間

から１０日程度、１ｋW・オールバンド・オールモードでの運用が出来たらと思

います。 

   ちなみにＪＤ／Ｍの Wanted List の順位は２９位で世界的に見るとかなり上

位の方です。これは、エンティティが３４０あるうち、世界からの要求度が２９

番目ということです。  
   南鳥島は「マウントアトス（３４位）」や「マルペロ（４１位）」より世界中か

らの要求度が高いのです。（要求度のデータは、最新のクラブログより）  
  コールサインは、「ＪＤ１００ＪＡＲＬ」とか。サフィックスが５文字を超えま

すので特別許可が必要になります。  
 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ご 提 案 あ り が と う ご ざ い ま す 。 100周 年 事 業 に つ い て
は 、 会 員 増 強 組 織 強 化 委 員 会 に お い て 具 体 的 な 検 討 を 開 始 し て お り ま す 。 財 政
厳 し い お り で す が 、 諸 先 輩 方 が 立 ち 上 げ た こ の JARL の 100周 年 を 記 念 す る わ
け で す の で 、 ご 提 案 を 参 考 と し な が ら 、 100周 年 に ふ さ わ し い 事 業 を お こ な い
た い と 考 え て お り ま す 。 
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＜ 森 田 会 ⾧ 追 加 回 答 ＞ 100周 年 記 念 事 業 に つ い て は 、 髙 尾 前 会 ⾧ が 会 員 増 強 組 織

強 化 委 員 会 で す べ て を 決 め よ う と し て い ま し た が 、 前 会 ⾧ 退 任 の 後 、 同 委 員 会 委

員 ⾧ か ら 任 が 重 い と の 申 し 出 も あ り 、 独 立 の WG に 移 し ま し た 。  

 

２，支部の社団局の会費について 

 支部が開設する社団局は、ＱＳＬカードの発行でビューローを使う場合は、

年間１０８００円払って、社団会員になるしかありません。しかし、年間３０

万円前後の限られた支部予算の中で社団局年会費を捻出するのは辛いものがあ

ります。  
 静岡県支部としては、支部の社団局を、年３回のイベントをはじめ、機会あ

るごとに体験局として使い、アマチュア無線のＰＲをしていきたいと考えてい

ます。  
 支部が持つ社団局のビューロー利用費用を０円もしくは減免をお願いできな

いでしょうか？   
 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 支 部 に お け る 社 団 局 会 費 に つ き ま し て は 、 一 般 の 社 団

会 員 と 同 様 に 、 公 平 に 、 ご 負 担 を お 願 い し て い る と こ ろ で ご ざ い ま す 。 こ の 点

に つ い て は 、 ど う か ご 理 解 ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。 

 

３，「アマチュア無線体験運用中」ののぼり旗について 

 これから全国各地のイベント会場等で体験運用が実施されると思いますが、

その場に「アマチュア無線体験運用中」ののぼり旗があるとありがたいです。

１～２枚の注文より多数の注文の方が単価が下がると思いますので、あらかじ

め注文を取るなりしてＪＡＲＬ事務局でまとめて業者に作成依頼をしていただ

けないでしょうか？無料配布であれば有り難いのですが、財政難ですので有料

でもかまいません。  
 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 現 在 、「 運 用 中 」 の の ぼ り 旗 を 、 地 方 本 部 ・ 支 部 に は

会 員 増 強 企 画 の 提 案 特 典 等 で ご 提 供 を お こ な っ て お り ま す 。 

今 般 の 制 度 改 正 に よ り 始 ま っ た 新 し い ア マ チ ュ ア 無 線 の 体 験 運 用 を 後 押 す す る

た め に 、 ど の よ う な も の が 必 要 で あ る か 、 ご 提 案 の あ っ た 「 体 験 運 用 中 」 の の

ぼ り 旗 等 グ ッ ズ 類 も 含 め 、 検 討 を お こ な っ て ま い り ま す 。 

 

４，各支部役員の名称について 

 これについては、昨年も提案させていただきましたが、ご回答があったかど

うかよくわかりませんでしたので、本年も再度提案させていただきます。  
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 連盟規程類集の中の「地方本部組織運営規程」の第６条に、「支部には、支

部役員として支部長のほか監査指導委員長１人、事業を円滑に行うための運営

委員若干名をおくことができる」と書いてあります。  
 しかし、現実にはこれを守っている支部はほとんど無く、役員名として「副

支部長」「幹事」「会計」「書紀」「顧問」「委員」「事務局」等、千差万別です。

なんの為の規程かと思ってしまいます。  
   
 私としては、規程通りの形に各支部の役員名を修正してもらうか、あるいは

現状に合わせる形に、６条の文面を変えた方がよいと考えますが、いかがでし

ょうか？  
 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ そ れ そ れ の 地 域 で 事 業 を 運 営 す る 上 で 、 い ろ い ろ な 役

職 が 必 要 あ る た め 設 け ら れ て い る か と 思 い ま す の で 、 全 国 一 律 と い う の は 難 し

い か も れ ま せ ん 。 運 営 委 員 と し て そ れ ぞ れ が 地 域 に あ っ た 役 職 を つ く ら れ て い

る の か と 解 釈 し て お り ま す 。 こ の 辺 に つ い て は 支 部 の 独 自 性 も あ る 程 度 認 め て

あ げ る べ き で は な い か と 思 っ て い ま す 。  

 

５，「一社ＹＯＴＡ Ｊａｐａｎ」との連携 

  

 昨年３月に設立された「一社ＹＯＴＡ Ｊａｐａｎ」は、本連盟と共通した

思いが多くある組織だと思いますので、ぜひとも連携しあい、今後のアマチュ

ア無線の発展を共に目指していったらいかがでしょうか？  

 １００周年のイベントを一緒にやるのも一考かと思います。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 関 係 団 体 と の 連 携 は 必 要 な こ と だ と 考 え て お り 、 ボ ー

イ ス カ ウ ト 連 盟 の 毎 年 の イ ベ ン ト に 協 力 す る な ど 関 係 団 体 と の 連 携 強 化 を 進 め

て お り ま す 。 今 後 も 関 係 団 体 と の 連 携 強 化 を 推 し 進 め て ま い り た い と 思 い ま

す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 追 加 回 答 ＞ 前 会 ⾧ の 下 で は 、 一 般 社 団 法 人 Youngsters on the Air 

Japan と の 交 流 は 全 く あ り ま せ ん で し た 。 会 ⾧ 交 代 後 、 第3地 域 と し て 初 め て タ

イ で 開 催 さ れ る R3 YOTA Camp に 、 YOTA Japan か ら 推 薦 を 頂 い た 2名 の 方 を

JARL と し て 派 遣 す る こ と が 決 ま っ て お り ま す 。  

 

■準備書面 3P  JH1OHZ 片倉由一 

電波の強度に対する安全施設について 
 

令 和 ５ 年 ３ 月 ２ ２ 日 の多 くの制 度 改 正 の公 布 ・ 施 行 と同 時 に明 確 化 された”電 波 の強
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度 に対する安 全 施 設 ”は、申 請 者 からすると、大 変 高いハードルとなりました。この件 では

複数の方から困った旨の相談を受けました。 

移 動 しないアマチュア局 で無 線 局 免 許 申 請 、または変 更 申 請 をする場 合 にあっては、

発射する電 波の強 度 が平均 電 力 ２ ０ｍ Ｗ 以 下 の無 線設 備を除 き、小 電力 無 線設 備 でも

書 類 等 により電 波 の強 度 に対 する安 全 施 設 の確 認 ができるものであることの提 出 が必 要

になっています。 

総 務 省 のホームページには”簡 易 な適 合 確 認 書 （ 半 波 長 ダイポールアンテナ） ” が案

内 されており、これは歓 迎 されるものですが、半 波 長 ダイポールアンテナ以 外 は、サイトに

示された”手 引 き ”や ”算 出 例 ”を基に自分で計算するか、”簡易な適合確認プログラム“で

電界強 度を求めて提 出する必 要があります。”手 引 き ”や ”算 出 例”からの導き出しは簡 単

とはいえず、また”簡易な適合確認プログラム“は一部の方だけに限られてしまいます。 

理由は”簡易な適合確認プログラム“は Eｘｃｅ ｌファイルで、計算表の中に IFS 関数が使

われています。この IFS 関数は office2016 以降のバージョンでの使用が可能で、それより

前のバージョンの Eｘｃｅ ｌでは使えません。従って今でもよく使われている 2013 バージョン

や 2010 バージョンでは使うことができず、計算ができません。PC で Eｘｃｅ ｌがある方ならい

ざ知らず、「ネット環 境 だけはあるが、、、」という方は使 うことができません。ソ フ ト ウ ェ ア

依 存 で す と そ の 環 境 を 持 た な い 方 は 、 審 査 資 料 の 提 出 が 出 来 な い こ と か ら 改 善 が

必 要 で す 。総務省は電子申請を推奨していますが、このようなことにも気を配って頂きたい

と思います。 

この電波防護指 針は電波法施行規則２１条の４、電波法施 行規則別表第２ 号の３の３

という形 で、法 体 系 として既に施 行されていたことで、“電 波 の強 度 に対する安全 施 設”を

否 定 するものではありませんが、短 期 間 での制 度 の見 直 しは難 しくても、申 請 しやすい方

法に改善することは必須課題です。 

改 善 案 と し て は “電 波 の強 度 に対 する安 全 施 設 について”のサイト上 で計 算でき、結

果が出 力できるようにしてもらうことが出来ればと思います。これは１つの案ですが、総務省

に容 易な申 請になるよう、積極 的に改 善を求 めて下さい。既 に、具 体 的に働きかけている

ことがあればお聞かせください。 

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 総 務 省 の 電 波 利 用 ホ ー ム ペ ー ジ の 防 護 指 針 の 「 簡 易 な 適
合 確 認 プ ロ グ ラ ム 」 で の エ ク セ ル 旧 版 へ の 対 応 等 に つ い て は 総 務 省 へ 報 告 し 改 善
に つ い て の 検 討 を お 願 い い た し ま し た 。  

 

■準備書面 5P  JP2ETK 堀口元嗣 

〔３〕QSL カードの転送遅延の改善、電子 QSL について、今現在の対応状況の報

告をお願いします。 
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ コ ロ ナ 感 染 拡 大 に よ る 在 宅 が 減 少 し 、ま た 、FT8 等 に よ

る 急 速 な 狭 帯 域 デ ジ タ ル 通 信 の 普 及 に つ い て も 落 ち 着 い て き て お り 、 コ ロ ナ も ５

類 へ 移 行 し た こ と か ら 、 処 理 能 力 の 増 強 に つ い て そ の 準 備 を 積 極 的 に 進 め て い る

と こ ろ で す 。  

 

電 子 QSL に つ い て は 、 委 員 会 に お い て 、 現 在 の 電 子 QSL の 動 向 等 を 踏 ま え た 上

で 、JARL の 会 員 サ ー ビ ス と し て 取 り 組 む べ き 電 子 QSL の 姿 を 幅 広 い 観 点 か ら 検

討 し て お り ま す 。  

 

＜森田会長回答＞確かに到着枚数は落ち着いてきたようですが、カード転送に時

間がかかっていることは否定できず、対策が必要です。会員への呼びかけ、電子

QSL の有効活用、処理の効率化を含めた総合的な対策を検討するために、本年 7

月の第 68 回理事会で「QSL 問題対策委員会」を設置したところです。 

 

３．要望事項 

〔１〕選挙制度及び理事選出方法の改正とそれに関連する規定の改正を求めます。 

（１）全国理事選挙については、不適格者を複数回答可能で選ぶ選挙にする。 

 当選者は不適格とする票が少ない候補者から定数までとするが、不適格とする

票が総投票数の過半数を超えている場合は定数と関係なく落選とする。また、立

候補者が定数以内である場合もこの選挙を実施し、この場合は。不適格とする票

が総投票数の過半数を超えている場合は落選とする。（すなわち、落とす選挙をし

ましょうという事です。） 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 当 連 盟 の 選 挙 は 、 当 連 盟 の 事 業 運 営 を 託 し た い と 思 う

方 々 を 選 ぶ も の と 考 え ま す 。 次 世 代 育 成 な ど 若 い 世 代 の 方 々 に も ど ん ど ん 仲 間 に

加 わ っ て い た だ き た い と 考 え る な か で 、 ”落 と す た め の 選 挙 ”と い う の は い か が か

と 考 え ま す 。  

 

（２）全国理事について、現在、全国理事候補として選挙を行っているが、こ 

  れを全国理事候補社員選挙として選挙を行い、社員総会で社員による選 

  挙で落選した場合でも理事ではなく社員として残るようにするべきかと 

  思います。（全国理事候補だった社員として残り、社員総会に参加可能） 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 法 律 や 当 連 盟 の 定 款 ・ 規 則 で 、 理 事 と 社 員 に つ い て そ れ

ぞ れ 明 確 に 異 な る 役 割 等 を 定 め て お り ま す の で 、 理 事 候 補 者 で も あ り 社 員 候 補 者

で も あ る と い う よ う な 形 の 選 挙 は ふ さ わ し く な い と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 理 事 や 社 員 の 選 挙 の 仕 組 み に つ い て は 、 今 後 よ り よ い 形 を 目 指
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し て 検 討 が 必 要 と 考 え て お り ま す 。  

 

〔２〕予算について、現状、収益についての見通しが甘いように感じます。現実

を直視した収益見通しを立てるようお願いしたい。そして支出についても不要不

急の支出が無いか等の見極めをしっかりお願いします。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 毎 年 、 収 益 の 見 通 し を 含 め 精 査 を し た 上 で 予 算 を 編 成 し

て お り ま す が 、 ご 指 摘 を 踏 ま え 、 よ り 精 度 を 上 げ 予 算 編 成 に 努 め て ま い り ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ こ こ 数 年 、確 か に 赤 字 幅 は 縮 小 し て い ま す が 、コ ロ ナ 禍 に
よ る 事 業 縮 小 の 影 響 は 否 め ず 、確 実 な 収 支 均 衡 を 実 現 す る た め 、会 員 の 皆 さ
ま の ご 理 解 を 頂 き な が ら 、 諸 事 業 の 見 直 し が 必 要 と 考 え て お り ま す 。  

 

〔３〕支部大会の際に、会長名での祝電を送られていますが（昨年の三重支部の

支部大会には届きませんでしたが）これを電報という形ではなく、支部長あてに

電子メールにてメッセージという形で送るようにした方が予定変更があった場合 

や配送の問題で届かないという問題が回避できるので良いかと思います。また、 

それにかかる費用も削減できるので経費削減の上でも有効かと思います。 

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ご 指 摘 の 点 に つ き ま し て 、 改 善 が で き る も の は 対 応 し

て ま い り ま す 。  

 

■準備書面 13P  JJ1WTL 本林 良太 

E.『 事 業 報 告 』 に つ い て  

【 E.1】「 1.会 員 拡 充 へ の 取 り 組 み 」に 関 し ，2021 年 末 の 台 帳 整 備 に お い て ，郵 送

物 が 「 宛 先 不 明 」 で 届 か な か っ た 正 員 の 扱 い に つ い て  

「 准 員 に 移 行 さ せ ， 引 き 続 き 留 め 置 い て い る 」 と い う 理 解 で い い か ？  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 前 回 の 会 員 台 帳 整 備 で 郵 送 物 が 「 宛 先 不 明 」 で 届 か な か

っ た 正 員 の 方 は 准 員 に 移 行 し 、 准 員 と し て 会 員 台 帳 に 登 録 さ れ て お り ま す 。  
 

【 E.2】「 4.(2)④ 会 員 在 籍 表 彰 」に 関 し ，会 費「 非 」納 入 の ラ イ フ メ ン バ ー も 対 象

に ［ 意 見 ］ 掲 題 の 制 度 に お い て ， ラ イ フ メ ン バ ー の 対 象 者 を 「 会 費 納 入 」 で 条 件

化 し て い る が ， 以 下 の 問 題 が あ る ：  

① 制 度 の 趣 旨 〔 引 用 ： 令 和 3 年 度 事 業 報 告 p. 33〕 に 照 ら し ，「 会 費 納 入 の 有 /

無 」 を 条 件 と し た 差 別 は 発 生 し え な い ．  
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継 続 し て 在 籍 さ れ ア マ チ ュ ア 無 線 の 向 上 と 連 盟 事 業 の 発 展 に 寄 与 さ れ た 会

員 の 方 々  

② そ も そ も ， ラ イ フ メ ン バ ー で あ る /な し を 問 わ ず ，「 権 利 は お な じ 」 と 説 明 し

て い た  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ラ イ フ メ ン バ ー 全 員 と な る と 2 万 数 千 人 の 表 彰 と い う こ

と に な り ま す 。 表 彰 の 趣 旨 か ら し て 非 現 実 で あ り 、 ラ イ フ メ ン バ ー 会 費 納 入 と い

う 形 で ア マ チ ュ ア 無 線 の 向 上 と 連 盟 事 業 の 発 展 に 寄 与 さ れ た 方 を 対 象 と さ せ て い

た だ き ま し た 。 ラ イ フ メ ン バ ー の 方 々 の JARL に 対 す る 貢 献 は 十 分 理 解 し て お り

ま す 。  
 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 会 費 納 入 の 有 無 を 問 わ ず 表 彰 す る の が 望 ま し い と 考 え ま す が 、

シ ス テ ム が 対 応 で き る か 、 事 務 局 の 作 業 量 な ど も 勘 案 し て 検 討 し て み ま す 。  

 

【 E.3】「 6.(1)青 少 年 に よ る 体 験 」に 関 し ，一 部 地 方 に お け る 体 験 局 の 開 設 の な さ

に つ い て  

結 局 ， 以 下 の 地 方 に お い て は ， 連 盟 に よ る 体 験 局 の 開 設 が 皆 無 だ っ た の は な ぜ

か ？  

（ い ず れ も “JARL 会 員 フ ァ ー ス ト の 会 ”の 者 が 地 方 本 部 ⾧ を 務 め て い る も の と

理 解 し て い る ．）  

•九 州 地 方 本 部  

 •東 北 地 方 本 部  

 •信 越 地 方 本 部  

以 下 の 条 件 に も か か わ ら ず ― ― で あ る ：  

 •体 験 局 用 に ， 新 た に FT-991AM を 配 備  

 •制 度 期 間 は 3 年 に も わ た る ⾧ 期 ： 2020 年 4 月 ～ 2023 年 3 月  

 •ほ か の 地 方 で は 実 施 で き て い た  

 •昨 2022 年 度 の 本 会 に お い て も 本 件 を 指 摘 ，他 の 地 方 本 部 か ら ノ ウ ハ ウ を 得 る

よ う 提 言  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 各 地 方 本 部 に は 無 線 機 を 配 備 し て お り ま す の で 、 有 効 活

用 を ご 検 討 い た だ け れ ば と 思 い ま す 。  
 

【 E.4】「 7.⑤ IARU HF Championship」に 関 し ，8N7HQ の 選 定 経 緯・指 導 支 援 内

容  

8N7HQ（ 80m Phone 担 当 ， 2022 年 ） は  
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 •わ ず か 86 QSO 

 •世 界 最 下 位 （ IARU Headquarters Stations 中 ）  

で あ っ た ． 実 際 ，  

 •大 半 の 時 間 帯 で 運 用 が 確 認 で き ず ， ま た  

 •信 号 も 弱 か っ た （ 東 京 で 聞 い て も 呼 べ る 強 さ に 至 ら な い ）．  

連 盟 と し て ，ど の よ う な 根 拠 で 選 定 し ，ま た 指 導・支 援 を お こ な っ て い た の か ．  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ワ ー キ ン グ グ ル ー プ （ WG） で 構 成 を 検 討 し て い る が 、

80m で 申 し 出 が な く 、若 い 方 の 申 し 出 が あ っ た の で 、若 い 世 代 の 育 成 の 観 点 か ら

チ ャ レ ン ジ の 機 会 を と す る WG の 選 考 の 結 果 が あ っ た 。今 後 の 若 い 世 代 の 活 躍 に

期 待 し ま す 。  
 

【 E.5】「 4.(3) QSL・ SWL カ ー ド の 転 送 」 に 関 し ， 転 送 遅 延 の 発 生 に つ い て （ 半

年 会 員 に と っ て は 届 か ず 詐 欺 状 態 ）  

会 ⾧ の 認 識 は 「 所 要 8 か 月 」 で あ る 〔 東 京 都 支 部 大 会 に お け る 講 演 〕．  

自 身 の 観 測 で も 同 様 で ，「 交 信 日 起 算 で 10 か 月 」 で あ る ．  

で あ る な ら ば ，「 半 年 会 員 の 入 会 の 受 付 を 停 止 」す る の が ，社 会 的 責 任 が 重 視 さ

れ る 今 の 時 勢 に お い て は ， 当 組 織 の と る べ き 振 る 舞 い で は な い の か ？  

以 下 の 2 点 は 相 容 れ な い 行 為 と な っ て お り ，こ れ は「 連 盟 の は た ら い て い る 詐

欺 」 で あ る ：  

 •会 員 サ ー ビ ス と し て の 「 QSL カ ー ド 転 送 」 の 訴 求  

 •「 半 年 」 会 員 の 受 付  

半 年 以 内 で の 転 送 は ， い ま の 実 力 と し て は 不 可  

→ 詐 欺  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ コ ロ ナ 感 染 拡 大 に よ る 在 宅 が 減 少 し 、ま た 、FT8 等 に よ

る 急 速 な 狭 帯 域 デ ジ タ ル 通 信 の 普 及 に つ い て も 落 ち 着 い て き て お り 、 コ ロ ナ も ５

類 へ 移 行 し た こ と か ら 、 処 理 能 力 の 増 強 に つ い て そ の 準 備 を 積 極 的 に 進 め て い る

と こ ろ で す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 確 か に 到 着 枚 数 は 落 ち 着 い て き た よ う で す が 、 カ ー ド 転 送 に 時

間 が か か っ て い る こ と は 否 定 で き ず 、 対 策 が 必 要 で す 。 会 員 へ の 呼 び か け 、 電 子

QSL の 有 効 活 用 、 処 理 の 効 率 化 を 含 め た 総 合 的 な 対 策 を 検 討 す る た め に 、 本 年 7

月 の 第 68 回 理 事 会 で 「 QSL 問 題 対 策 委 員 会 」 を 設 置 し た と こ ろ で す 。  
 

F.『 予 算 』 に つ い て  
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【 F.1】「 受 取 会 費 」 の 蓋 然 性 に つ い て ― ― 「 正 員 増 766 名 」 相 当  

「 受 取 会 費 」 は 昨 R4 年 度 実 績 比 で 441 万 円 の 増 額 と な っ て い る ． と く に ， 正

員 分 が 552 万 円 で あ り ，こ れ は「 正 員 増 766 名 」に 相 当 す る（ 7,200 円 /名 と し て

単 純 計 算 ）．  

 ① し か し な が ら 会 員 数 は す で に 再 減 少 ト レ ン ド に 入 っ て い る こ と か ら ， 無 謀 な

予 算 で は な い か ？  

 ② 第 一 四 半 期 が 終 わ ろ う と し て い る が ， す で に 192 名 （ 766÷4） 増 え た か ？  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 受 取 会 費 に つ い て は 、 こ れ ま で の 会 員 数 推 移 な ど も と に

し た 努 力 目 標 と し て お り ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 来 年 度 は 、 現 実 的 な 予 算 を 立 て た い と 思 い ま す 。  

 

【 F.2】「 役 員 報 酬 」 に 関 し ， 予 算 措 置 の な さ に つ い て  

 ① 専 務 理 事 を 置 か な い の か ？  

 ② つ ま り ，「 昨 R4 年 度 は 専 務 理 事 が 不 在 で も ，滞 り な く 事 業 を 遂 行 で き た ．今

R5 年 度 も そ れ に 倣 う 」 と い う こ と か ？  

 ③ 仮 に ② が 真 で あ る な ら ば ， も は や 「 未 来 永 劫 に 不 要 」 と い う こ と に な ら な い

か ？  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 専 務 理 事 候 補 の 適 任 者 が い な い た め 選 任 が な さ れ て お り

ま せ ん が 、 早 期 に 選 任 さ れ る こ と が 望 ま し い と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 専 務 理 事 が 必 須 か ど う か も 含 め て 、 再 検 討 が 必 要 と 考 え ま す 。  

 

【 F.3】「 QSL 費 」 に 関 し ， 転 送 遅 延 下 に も か か わ ら ず ， わ ず か 65 万 円 の 増 額 な

の に つ い て  

 ① こ れ で 転 送 の 遅 れ を 解 消 で き る の か ？  

 ② 従 前 訴 求 の 「 3 か 月 」 に ， い つ ， 戻 せ る の か ？  

 ③ も は や ， 転 送 遅 延 の 解 消 に む け ， 会 員 へ の 協 力 を 仰 が ざ る を 得 な い 段 階 で は

な い か ？  

例 ：  

a.コ ン テ ス ト で の 交 信 で の ， 発 送 自 粛  

（ 例 ： 同 一 バ ン ド ・ モ ー ド ・ QTH）） ＊  

b.複 数 QSO 一 括 記 載 に よ る ， 枚 数 減 ．  
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c.電 子 化  

 

＊：会 ⾧ 自 身 が ，同 じ バ ン ド・モ ー ド・QTH の も の を「 PSE QSL」で 毎 回 大

量 に 発 送 し ， 危 機 感 ・ 問 題 意 識 を 欠 い て い る の で は な い か ？  

（ コ ン テ ス ト ・ 移 動 運 用 で ア ク テ ィ ブ な の は ， 素 晴 ら し い こ と で は あ る

が ．）  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ コ ロ ナ 感 染 拡 大 に よ る 在 宅 が 減 少 し 、ま た 、FT8 等 に よ

る 急 速 な 狭 帯 域 デ ジ タ ル 通 信 の 普 及 に つ い て も 落 ち 着 い て き て い る こ と か ら 、 会

員 の 方 へ の 働 き か け に つ い て は 検 討 し て お り ま せ ん 。 ま た 、 処 理 能 力 の 増 強 に つ

い て は コ ロ ナ 感 染 拡 大 も ５ 類 へ 移 行 し た こ と か ら 、 そ の 準 備 を 積 極 的 に 進 め て い

る と こ ろ で す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 確 か に 到 着 枚 数 は 落 ち 着 い て き た よ う で す が 、 カ ー ド 転 送 に 時

間 が か か っ て い る こ と は 否 定 で き ず 、 対 策 が 必 要 で す 。 会 員 へ の 呼 び か け 、 電 子

QSL の 有 効 活 用 、 処 理 の 効 率 化 を 含 め た 総 合 的 な 対 策 を 検 討 す る た め に 、 本 年 7

月 の 第 68 回 理 事 会 で 「 QSL 問 題 対 策 委 員 会 」 を 設 置 し た と こ ろ で す 。  

 
【 F.4】「 広 報 活 動 費 」に 関 し ，地 方 本 部・支 部・登 録 ク ラ ブ の 行 事 へ の「 お 祝 金 」

は 一 斉 に 廃 止 す べ き で は な い か ？ （ 行 事 の 開 催 側 も ， あ ら か じ め 辞 退 す べ き で は

な い か ？ ）  

以 下 の 理 由 に よ る ：  

① 財 政 的 に 潤 っ て い る 団 体 で は な い （ R4 年 度 実 績 ： 支 出 計 19 件 ・ 19 万 円 ）．  

② 本 費 目 の 主 目 的 た る ， 組 織 「 外 」 へ の 訴 求 効 果 が な い ．  

 ③ 会 ⾧ を 呼 ん だ ， 一 部 の 地 方 本 部 ・ 支 部 ・ 登 録 ク ラ ブ だ け を 利 す る ．  

 ④ 支 部 は 54 あ り ，登 録 ク ラ ブ は ま し て 膨 大；い ち い ち 対 応 し て い た ら ，さ ら に

出 費 増 ．  

 ⑤ 別 途 ，地 方 本 部 費・支 部 費 が 公 的 に 渡 さ れ て い る（ +1 万 円 す る の な ら ば そ の

増 額 で ）．  

 ⑥ 受 領 側 の 使 途 が 不 明 確 に な り が ち （ 正 し く は 「 雑 収 入 」 扱 い ？ ）．  

 ⑦ 連 盟 か ら の 支 出 に も か か わ ら ず ，「 会 ⾧ の 自 腹 」 と の 誤 解 を 誘 発 ．  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ご 意 見 に つ い て は 今 後 検 討 し て ま い り ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 追 加 回 答 ＞ 会 ⾧ 交 代 後 、 地 方 本 部 ・ 支 部 ・ 登 録 ク ラ ブ の 行 事 へ の 「 お

祝 金 」 は 直 ち に 取 り 止 め ま し た 。  



第 12 回社員総会 報告事項 

11 

 

 

 

G.『 事 業 計 画 』 に つ い て  

【 G.1】「 2.(12)お よ び (15)総 務 省 へ の 要 望 」に 関 し ，「 第 三 者 通 信 」の 解 釈 を 国 際

的 一 般 の も の に （ 対 総 務 省 交 渉 ）  

「 第 三 者 通 信 」の 解 釈 が ，国 際 的 一 般 と 本 邦 総 務 省 と で 齟 齬 が あ る ．す な わ ち ，

「 体 験 者 」 を ， 第 三 者 と み な す か （ 国 際 的 一 般 ） ／ み な さ な い か （ 本 邦 総 務 省 ）

で あ る ．  

ア マ チ ュ ア 無 線 の こ と は 直 接 携 わ る 我 々 の ほ う が 判 っ て い る の だ か ら ， 解 釈 の

見 直 し を 総 務 省 に 進 言 し ， 制 度 の 明 確 化 を 図 る べ き で は な い か ？  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 体 験 運 用 に つ い て は 、 総 務 省 は 免 許 人 が 自 ら 行 う 通 信 の

た め の 通 信 と し て 第 三 者 通 信 に は 該 当 し な い と 判 断 さ れ て い る と 承 知 し て い る 。  

第 三 者 通 信 の あ り 方 に つ い て は 、 ア マ チ ュ ア 無 線 界 で の よ り 深 い 議 論 ・ 検 討 が 必

要 と 考 え て い ま す 。  

 

【 G.2】「 2.(12)お よ び (15)総 務 省 へ の 要 望 」に 関 し ，5.6GHz 帯 レ ピ ー タ バ ン ド の

ド ロ ー ン へ の 開 放 を （ 対 総 務 省 交 渉 ）  

実 態 と し て ， 京 都 ・ 愛 知 2 府 県 の 計 6 局 だ け の た め に ， 計 50MHz 幅 も の 帯 域

を ， 全 国 一 律 に 排 他 し て い る （ 9 月 施 行 予 定 の 新 告 示 ）．  

よ っ て ， ワ イ ヤ レ ス 人 材 ・ ド ロ ー ン 人 材 の 育 成 の 観 点 か ら は ， 同 バ ン ド の 実 需

の 中 心 た る ド ロ ー ン の 共 用 を 許 す べ き で は な い か ？  

と く に 欧 米 で は ，と く に 欧 米 で は ，“Raceband”と し て ，下 図 に 示 す 6 チ ャ ネ ル

が 用 い ら れ て い る （ く わ え て 日 本 の ア マ チ ュ ア バ ン ド 外 で 5,880・ 5,917MHz）．

本 案 は そ れ ら の 使 用 ・ 国 際 調 和 に 道 を 拓 く も の で あ る ．  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 5.6Ｇ Hz 帯 レ ピ ー タ は ６ 局 で す が 、 同 周 波 数 帯 の 愛 好 者

の 皆 さ ん の ご 意 見 等 を 伺 い 、 周 波 数 委 員 会 で 検 討 し て い た だ く こ と と し た い 。  

 

【 G.3】「 2.(12)お よ び (15)総 務 省 へ の 要 望 」に 関 し ，「 旧 ス プ リ ア ス 規 格 機 」の 使

用 可 能 期 間 の 無 期 限 化 を （ 対 総 務 省 交 渉 ）  

COVID-19 対 策 と し て ，使 用 期 限 が「 当 分 の 間 」に 延 ⾧ さ れ て き た ．し か し そ

の 収 束 （ 終 息 ） を 踏 ま え れ ば ， 近 々 こ の 措 置 が 取 り 消 さ れ る 可 能 性 は 高 い ．  

そ こ で ， 以 下 に よ り 「 現 状 の ま ま 継 続 使 用 可 」 を 求 め て 交 渉 す べ で は な い か ？  

 ① 現 状 ， 旧 規 格 機 で も ， 他 局 に 対 し 実 害 を 及 ぼ し て い な い ．  
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 ② 再 開 後 の 保 証 事 業 者 の 処 理 能 力 へ の 懸 念 ．  

い わ ば ，「 使 用 期 限 の い わ ば ，「 使 用 期 限 の 1 年 4 か 月 前 に ，“時 計 を 止 め た ”」

状 態 で あ る ．  

一 方 ， 旧 ス プ リ ア ス 規 格 の 局 は ， 18.8 万 局 残 存 （ 2021 年 4 月 末 時 点 ）  

〔 https://www.soumu.go.jp/main_content/000754323.pdf〕．  

か り に 「 の こ り 1 年 4 か 月 」 で 期 限 が 再 設 定 さ れ て も ， 捌 き き れ な い （ 388

局 /日 ）．  

 ③ 2016 年 か ら の ス プ リ ア ス 確 認 保 証 の 実 運 用 を 通 じ ，「 積 極 的 に 切 り 替 え る 意

思  小 」 が ， 実 態 と し て 読 み 取 れ た ．  

 ④ ア マ チ ュ ア 局 の さ ら な る 減 少 を 招 き か ね な い ．  

お そ ら く 旧 規 格 機 ユ ー ザ （ 古 く に 開 局 し た 高 齢 者 ） が ， い ま の 免 許 人 の 中 心

層 ．  

 ⑤ 諸 外 国 の ア マ チ ュ ア 局 に お い て ， こ の よ う な 切 替 措 置 を 聞 い た こ と が な い ．  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 旧 ス プ リ ア ス 規 格 の 使 用 期 間 に つ い て は 、 ア マ チ ュ ア 無

線 に 限 っ た も の で は な く 、 今 後 も 注 視 し て い く こ と と し た い 。  

 

【 G.4】「 2.(12)お よ び (15)総 務 省 へ の 要 望 」に 関 し ，い わ ゆ る “自 局 内 通 信 ”の 許 容

を （ 対 総 務 省 交 渉 ）  

 3 月 の 制 度 改 正 の 意 見 募 集 後 の 「 総 務 省 の 考 え 方 」 を 通 じ て ， た と え ば 自 身 の

開 設 す る VoIP ノ ー ド は 「 別 免 許 で も ， 個 人 局 で は 不 可 」 と の 新 見 解 が 明 示 さ れ

た （ 一 因 ： 同 一 コ ー ル サ イ ン 相 互 の 通 信 は 想 定 外 ）．  

そ も そ も こ の よ う な 制 約 は ， VoIP を 始 め と す る 新 時 代 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン に

は ， そ ぐ わ な い ．  

よ っ て 根 本 的 解 決 策 と し て ， 自 局 内 の 通 信 を 認 め る よ う ， 要 求 す べ き で は な い

か ？  

解 釈 の 見 直 し だ け で す み ， ま た ， 行 政 負 荷 も 下 げ ら れ る  

（ ノ ー ド 局 と し て の 社 団 局 の 開 設 が 不 要 に ）．  

諸 外 国 に お い て ，「 VoIP ノ ー ド 用 に 免 許 を 分 け る ・ 社 団 局 を 開 設 す る 」 な ど の

措 置 は ， 耳 に し た こ と が な い ．  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 「 ワ イ ヤ レ ス 人 材 育 成 の た め の ア マ チ ュ ア 無 線 の 活 用 等

に 係 る 制 度 改 正 」の パ ブ コ メ の 回 答 の 中 で 、こ の 意 見 募 集 の 対 象 外 と し な が ら も 、

総 務 省 の 考 え 方 が 示 さ れ て お り 、 現 状 で は こ の 考 え 方 は す ぐ に 変 え る こ と は 難 し

い も の と 考 え ま す 。  
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＜ 森 田 会 ⾧ 追 加 回 答 ＞ ご 指 摘 の 点 も 含 め 、 電 波 法 令 の あ り 方 に つ い て は 引 き 続 き

総 務 省 に 働 き か け て い き た い と 考 え て お り ま す 。  

 

■準備書面 43P  JI1RKA 板橋直樹 

 

7:報告事項 1 2022 年度事業報告について 

7-1:「会員拡充の取り組み」に関し、ハムフェア 2022 開催について 

前回、ハムフ ェアが 3 年振りの開催とな り、私も出展者の側と しても、また一参

加者とし ても大いに楽しま せて頂き、大変感 謝している。 

その一方 で、改善すべき点 も多い、と感じる 。 

まずは出 展のハードルの高 さである。 

未だに代 表者名や住所等を パンフレットに掲 載する等、現在で は個人情報保護の

観点から 問題ある方式で連 絡先が掲載されて いる。 

せめて、出展団体名と E メ ールアドレス等を 掲載するに留める べきではないだろ

うか。 

尚、住所 記載欄については 上記の通り完全廃 止すべき立場であ るが、記載すべき

住所を市 区町村迄とした点 は前進と評価する 。 

そして、 最大の問題点はパ ーテーションパネ ルの薄さである。  

何をぶら 下げようにも強度 に問題があり、デ ィスプレイ等重い 物をぶら下げよう

物ならパ ネル自体が倒壊し てしまう危険性を 孕んでいた。 

これは非 常に危険であると 言わざるを得ない 。 

その上、 パーテーションパ ネルに貼り物をし ようとすると翌朝 には剝がれる、と

言った事 案が多発した。 

レンタル 品であるが故、跡 が残るガムテープ 等は使えず、マス キングテープやビ

ニールテ ープで対応せざる を得なかった事は 私の所属するクラ ブ内からも苦情の

声が挙が った。 

設置・撤 収の安全面から、 各スペースに脚立 があると作業がし 易い為、次回から

は必要に 応じて脚立の配置 を要求する。 

上記の様 なパネルの強度の 問題もあるが、そ もそも論として、 地代とパーテーシ

ョンパネ ルのセット価格と なっているが故、 出展料が高額にな っており、興味を

引く様な 出し物を出来る人 が出展出来ない原 因になっている、 との指摘が会員か

ら挙がっ ている。 
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そ こで 、基 本的 に 地 代 だけと し、パーテー ションパネルは必 要に応じてオプシ ョン

として発 注出来る様にする 事で出展料を値下 げし、より気軽に 出展出来る様にす

べきと考 える。  

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ク ラ ブ ブ ー ス に つ い て は 、 ハ ー テ ィ ー シ ョ ン を オ プ シ ョ

ン と し た 場 合 、 隣 接 し た ブ ー ス や ク ラ ブ ブ ー ス 全 体 の 小 間 割 り な ど に も 影 響 す る

こ と か ら 難 し い と は 考 え ま す が 、 ご 意 見 に つ い て は ハ ム フ ェ ア 実 行 委 員 会 で 検 討

し て い た だ く こ と と し た い 。  

ま た 、 ブ ー ス の 造 作 に 必 要 な 脚 立 等 の 備 品 に つ い て は 、 各 出 展 者 で 準 備 し て い た

だ き た い 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ ハ ム フ ェ ア の 様 々 な あ り か た に つ い て は 、 ハ ム フ ェ ア 実 行 委 員

会 （ 澤 田 委 員 ⾧ ） に 抜 本 的 な 検 討 を お 願 い し た と こ ろ で す 。  

 

7-2:「アマチュア無線活動への推進」に関し、中央局運用について 

JARL 中央局に ついて、下記の回 答を要求する。 

・JARL 中央局 の役割とは?(そもそも論)  

・モード 別での月間運用時 間 

・中央局 運用委員会メンバ ーとその選定過程  

・中央局 運用委員会の業務 内容 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ JARL 中 央 局 JA1RL は JARL 本 部 で 開 設 す る ア マ チ ュ ア

局 で す 。  

昭 和  32 年 の「 国 際 地 球 観 測 年 」に ア マ チ ュ ア 無 線 を 通 じ た 観 測 協 力 を 行 う 目 的

か ら 、 中 央 局 と し て 「 JA1RL」 が 開 設 さ れ 現 在 に 至 っ て い ま す 。  

平 成  23 年  3 月  11 日 に 東 北 地 方・関 東 地 方 を 襲 っ た マ グ ニ チ ュ ー ド  9.0 の 巨

大 地 震 「 東 日 本 大 震 災 」 の 発 生 時 は 、 ラ イ フ ラ イ ン が 大 き な 被 害 を 受 け る な か 、

翌 日 か ら  JA1RL や 地 方 局 が 主 に  7.030MHz の SSB に て 非 常 通 信 を 行 っ て い ま

す 。  

 

モ ー ド 別 の 月 間 運 用 時 間 と の こ と で す が 、 毎 月 運 用 を 行 っ て お ら ず 、 ア マ チ ュ ア

無 線 の 日 や 電 波 の 日 、 こ ど も の 日 の 8J1RL と の 記 念 運 用 な ど 1 年 間 で 10 日 程 度
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の 運 用 と な っ て い る 。  

 

運 用 委 員 会 の メ ン バ ー と そ の 選 定 過 程 に い て は 、 委 員 ⾧  JG1KTC  髙 尾  義 則  

委 員  JA1MUY 仙 石  康 信 、 JA1SLS  玉 眞  博 義 、 JO1LDY  黒 木  重 弘 、

7K2GMJ  新 谷  一 徳 、 7N4SJX  井 岡  正 樹 の 6 名 で 構 成 さ れ て い ま す 。  

 

な お 、 選 考 に つ い て は 、 JARL の 委 員 会 と 同 様 に 内 規 が あ り 選 考 し て い ま す 。  

内 容 は 「 会 ⾧ は 、 専 務 理 事 と 調 整 し 委 員 ⾧ 並 び に 委 員 を 人 選 し 、 当 人 の 同 意 を 得

て 、 そ の 職 を 委 嘱 し て い る 」 と し て い ま す 。  

 

運 用 委 員 会 の 業 務 内 容 は 、 (1) 運 用 計 画 の 策 定 ・ 実 行 、 (2) 非 常 通 信 お よ び 「 非

常 通 信 に 関 す る 規 程 」第 4 条 に 基 づ く 通 信 の 実 施 、(3) QSL カ ー ド の 発 行 、(4) 運

用 に 関 す る 書 類 の 管 理 と な っ て い ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞JARL 中 央 局 JA1RL は 、 PR 運 用 の 他 、 非 常 時 に 対 応 で き る 体

制 が 取 れ る こ と が 必 要 で あ り 、 以 前 は 、 東 京 都 支 部 ⾧ に 運 用 委 員 会 委 員 ⾧ を お 願

い し て き ま し た 。で す が 、髙 尾 前 会 ⾧ は 、自 ら 委 員 ⾧ と し て 就 任 さ れ た よ う で す 。

髙 尾 前 会 ⾧ 退 任 後 、 再 び 東 京 支 部 ⾧ に 委 員 ⾧ を お 願 い し ま し た 。 今 後 は 、 人 選 の

透 明 化 と 役 割 の 明 確 化 を 図 っ て い き た い と 考 え て お り ま す 。  

 

7-3:(7-2 関連)「アマチュア無線活動への推進」に関し、会員による中
央局運用の申し出について 
とある会 員が連盟本部を訪 れた際、中央局の 運用をしたいのだ が断られた、と言

う事案が 発生した。 

本来であ れば、中央局は当連盟の会員が 誰でも運用出来て 然るべき設備であ る筈

であり、 初心者や設備上の 問題で運用出来な いバンド・モード がある会員が気軽

に体験出 来る場所でないの はおかしいと言わ ざるを得ない。 

何故、本 部を訪れた会員に よるオペレーショ ンが許されていな いのか、平たく言

えば「会 員の運用を拒否す る理由」と「その 理由の信憑性・合 理性」を明確にさ

れたい。  

(監督者の人的リ ソースの問題なの か、資格別 リグの問題なのか 、それ以外 なのか) 

会員が気 軽に中央局の運用 を出来ないのであ れば、規約を改訂 すべきである。 

JARL 中央局運用委 員会の決定が当連盟の規約を 優越する理由を明 確にされたい。 

執行部の 見解如何。 
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ JA1RL に つ い て は 、運 用 委 員 会 で 年 間 ス ケ ジ ュ ー ル を 計

画 し て 運 用 を 行 っ て お り 、 事 務 局 内 に 設 置 し て い る 、 大 変 申 し 訳 あ り ま せ ん が 、

会 員 の 方 に お 越 し い た だ い て も 、 公 開 員 運 用 等 の 対 応 は 行 っ て お り ま せ ん 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 新 し い 運 用 委 員 会 委 員 ⾧ の 下 、 さ ま ざ ま な 改 善 が さ れ る こ と を

期 待 し て い ま す 。  

 

7-4:(7-2 関連)「アマチュア無線活動への推進」に関し、定期的な情報
送信の為の中央局運用について(提案) 
ARRL の中央局「W1AW」局で は、CW/RTTY/PSK 等、様々なモ ードでアマチュ

ア無 線に 関す るニ ュ ース を定 期送 信し て いる が 、 連盟 中央 局 「JA1RL」 局で も 同

様の事業 を行う事を提案す る。 

CW での 運用は聞き取りの 練習にもなり、そ の他デジタルモー ドでの運用は各種

モードに チャレンジせんと するアマチュア無 線家の手助けにな る。 

更に、受 信側のアンテナ調 整や機器調整の役 にも立ち、一石何 鳥にもなり得るの

ではない か。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ご 意 見 は 、 今 後 の 運 営 に お い て 参 考 と さ せ て い た だ き ま

す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 新 し い 運 用 委 員 会 委 員 ⾧ の 下 、 さ ま ざ ま な 改 善 が さ れ る こ と を

期 待 し て い ま す 。  

 

7-5:「アマチュア無線活動の推進」に関し、社団局の現状について  

社団局の 現状について、下 記の通りお尋ねす る。 

アマチュ ア無線に限らず、 コロナの影響でミ ーティング等の諸 活動を見合わせざ

るを得ず 、会費も集められ ない。特に地域社 団局は影響は大き い。 

また、学 校社団局では部活 動が停止した為、 引継ぎが上手く行 えていない点があ

る。 

結果とし て、社団会費や社 団免許維持費用の 負担に耐え切れず 、解散する団体も

出て来て いる事を認識して いるか。 

執行部の見解如何。 
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 学 校 な ど 社 団 局 に つ い て は 、 会 費 助 成 の 制 度 が ご ざ い ま

す の で 、 会 費 の 負 担 軽 減 の た め に 利 用 い た だ け れ ば と 考 え ま す 。  

 

7-6:「アマチュア無線活動の推進」に関し、登録クラブの更新期間に
ついて  
連盟の登 録クラブの更新期 間が厳し過ぎる、と言った声 が会員から挙がっ ている。 

期間内に 更新が行われない と活動を継続して いるにも拘らずリ ストから外され、

登録クラ ブが更に減少して いる様に見えてし まう。 

登録クラ ブの更新期間を延 ⾧する等の措置は 取るべきだと考え るが、執行部の見

解如何。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 登 録 ク ラ ブ の 更 新 期 間 は 、通 常 選 挙 の な い 年 の 4 月 に 行

い 、 猶 予 期 間 は 1 ヶ 月 と 規 定 さ れ て い る こ と か ら 、 実 質 、 約 ２ ヶ 月 間 で 行 っ て い

る が 、 特 段 、 こ の 更 新 期 間 は 短 い と は 考 え て い ま せ ん 。  

な お 、 こ の 期 間 が 延 ⾧ す る と コ ン テ ス ト の 登 録 ク ラ ブ 対 抗 順 位 等 に も 影 響 が 考 え

ら る こ と か ら ５ 月 中 に は 手 続 き を 完 了 し た い と 考 え て い ま す 。  

ま た 、 更 新 手 続 き に つ い て は 、 現 在 、 電 子 メ ー ル を 活 用 し て 手 続 き を 行 っ て い ま

す が 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 活 用 し て よ り 簡 素 化 し た 手 続 き を 検 討 し た い と 考 え て い

ま す 。  

 

7-7:「アマチュア無線制度の改善」に関し、対総務省行動、特に本年
施行の電波法施行規則等の一部改定に関する当連盟の活動について  

本年 3 月 22 日公布施行の規則・告示 と 9 月 25 日施行の 規則・告示についてお尋

ねする。  

「かねて から JARL が陳情 して来た」のであ れば、陳情文はど の様な物かを明ら

かにされ たい。  

2023 年 6 月 1 日公布施行のデ ジタル簡易無線の チャンネル増に関 しては(一社)

全国陸上 無線協会は要望書 を一般公開してい る。  

JARL も同様に 少なくとも 会員専用ページで 要望書を公開出来 る筈だと考えるが、

公開しな い理由は何か。  

また、今回 の改正案は内閣府 ワーキンググルー プに YOTA JAPAN 事務局として招

聘されて いた、JQ2GYU 櫻井豊 氏が提出した案が 原案になっている 。  

「同じ案 を JARL が先に出し ている」なら物証 を示すべきではな いか。  

執行部の 見解如何。 
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ JARL NEWS 春 号 に 掲 載 さ せ て い た だ き ま し た 総 務 省

様 の 記 事 に も あ り ま す と お り  

令 和 ２ 年 12 月 ２ 日 (水 )～ 12 月 24 日 (木 )に 行 わ れ ま し た「 デ ジ タ ル 変 革 時 代 の 電

波 政 策 懇 談 会 」 に お け る 検 討 課 題 に 関 す る 意 見 募 集 に お い て 当 連 盟 か ら 「 技 術 者

の 人 材 育 成 や 無 線 技 術 の 実 験 ・ 研 究 開 発 の 促 進 を 見 据 え た 、 ア マ チ ュ ア 無 線 局 の

制 度 緩 和 」 に つ い て の 意 見 を 提 出 し て お り 、 こ の 意 見 提 出 か ら ワ イ ヤ レ ス 人 材 育

成 や そ れ に 伴 う ア マ チ ュ ア 無 線 の 制 度 緩 和 の 議 論 が 開 始 さ れ た も の と 考 え て お り

ま す 。  

 

7-8:(7-7 関連)「アマチュア無線制度の改善」に関し、「法務委員会」
創設について 
先述の質 問 7-7 に関連し 、内閣府は JARD と JARL にも声を掛け たと言う物証が

あるが、どちらも 適任者を選任出来 ずに居た為、YOTA JAPAN 事 務局として先述

の櫻井氏 が招聘された経緯 がある。  

2 度と同 じ轍を踏まない様 、アマチュア無線 関連法令規則告示 の改定陳情原案を

練る専門 委員会として法務 委員会の設置を要 求する。  

その際、 法務委員会の委員 には、会⾧の意に 反する意見を持つ 者も採用するべき

ではない か。  

組織の⾧ のイエスマンのみ での組織運営は、 組織の⾧が道を誤 ったら破綻する事

は自明の 理である。  

適切な対 案を出せる者が各 種専門委員会や理 事、監事、支部役 員、地方本部役員

には絶対 に必要であると考 える。  

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 理 事 会 で 創 設 に つ い て 一 度 否 決 さ れ て お り ま す が 、今 後 、

必 要 に 応 じ 創 設 に つ い て 検 討 さ れ る と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 追 加 回 答 ＞ 法 務 委 員 会 の 設 置 に つ い て は 、 前 向 き に 検 討 し て お り ま す 。  

 

7-9:「アマチュア無線制度の改善」に関し、対国会議員行動について  

過去の帳 簿開示請求にて、 会⾧が自民党宏池 会の政治資金パー ティに出席した事

が明らか になった。 

同派 には ハム 議 員で ある 左藤 章衆 議 院議 員(当時)が所 属 し て おり 、政 治家 と の 接
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触は先述 の質問 5-3 で お尋ねした通り、寧 ろ積極的に行うべ きであるが、パーテ

ィに出席 した結果としてど の様な活動を行っ たのか、の報告や 説明を行うべきで

はないだ ろうか。 

同時に、 将来的に政権交代 があった場合を見 越して、自民党以 外の各政党にも接

触をしな いのか確認をした い。  

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ア マ チ ュ ア 無 線 に つ い て 理 解 の あ る 政 治 家 の 方 々 と の 交

流 に よ り 、 豊 富 な 経 験 に 基 づ く ア ド バ イ ス な ど を 頂 戴 し て い ま す 。  

 

7-10:「アマチュア無線制度の改善」に関し、所謂「バンドプラン大幅
簡素化」について  

本年 9 月 25 日以降、バンドプ ラン告示が大幅簡 素化される。  

短波帯以 下は A1A 系乃至 J3E 系、28MHz 以上は F3E 系、J3E 系、A1A 系に大別

され、現 状の様な細かさが 無くなる訳である が、これにより新 たな軋轢が生まれ

る恐れが ある。  

JARL と し ては ど の 様 に 対 応 する か 、 早 急に 決 め る必 要 が あ る事 を 認 識し て いる

か。  

尚、かつ ては JARL ガイドラインだっ た故に「JARL 会 員では無いから JARL が

決めたバ ンドプランを守る 必要は無い」と豪 語していた方が居 たが、その再来は

困る。  

2021 年に 行われた IARU Reg.3 会合 からの宿題であ る「7041kHz での日本同士の

FT8 の QSY 先検討」は御粗末 過ぎる返信を IARU に行った様 であるが、どう対処

するかを 改めて確認したい 。  

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 先 日 、理 事 会 で 承 認 さ れ た も の を 図 解 し た も の で 、近 日 、

公 開 さ せ て い た だ く 。9 月 25 日 か ら の 施 行 の た め 誤 解 を 招 か な い よ う に 対 応 し て

い き た い 。  

 

＜森田会 ⾧回答＞今後、バ ンド内の使われ方 について、広くア マチュア無線家の

ご意見を 集約しながら、初 心者にもわかりや すいガイドブック 的なものの作成を

目指した いと考えておりま す。 

 

7-11:「アマチュア無線制度の改善」に関し、所謂「自局内通信」につ
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いて(提案)  

先に出さ れた制度改定に向 けたパブコメの返 答の中に、「自局 間通信」を明確に

禁止する 回答が総務省から 正式に提示された 。 

例として 、Wires-X のノー ド局等を移動しな い局として開設す る事が出来ず、そ

の為だけ に社団局を立ち上 げる必要があり、 行政に対し余計な 負担を掛けてしま

う事に繋 がる。 

また、ア マチュア無線を使 った新しい通信方 式の開発を行う場 合、どうしても自

局間通信 が必要となり、「 自局間通信の禁止 」が大きな障壁と なる。 

そこで、 既に私個人として も国会議員に対し 「自局間通信の解 禁」に向けて働き

掛けを行 っている所ではあ るが、当連盟とし ても関係各所に働 き掛けを積極的に

行うべき ではないか。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 総 務 省 の 考 え 方 が 出 た ば か り で 、 こ の 考 え 方 を 変 え る に

は 相 当 な 理 由 が 必 要 と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 追 加 回 答 ＞ ご 指 摘 の 点 も 含 め 、 電 波 法 令 の あ り 方 に つ い て は 引 き 続 き

総 務 省 に 働 き か け て い き た い と 考 え て お り ま す 。  

 

7-12:「電波環境のクリーン化と混信妨害の防止」に関し、所謂「旧ス
プリアス機使用期限延⾧」について  

旧スプリ アス機使用期限延 ⾧はコロナ禍に伴 う買い換え低迷等 を含んでいる事を

執行部は 認識しているか。  

コロナが 完全に収束してい ないとは言え、期 限延⾧パブコメの 際の前提では、今

後経済が 活性化すれば再度 期限を設定される 事になっている。  

世界の趨 勢は「アマチュア 局は自己責任で所 有する送信機の機 能維持に努めよ」

であり、 スプリアス規制は 対象外である。  

仮に期限 が再設定されると しても、実測機器を持つ者 は少ない為、現状では TSS

や JARD の保証事業が多 忙になる事が想定 される。  

総務省と 話し合い、しっか りと落とし所を決 めるべきだと考え るが、執行部の見

解如何。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ア マ チ ュ ア だ け の 問 題 で は な い が 、 「 当 分 の 間 」 に 動 き

が な い も と 考 え る が 注 視 し て ま い り ま す 。  
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7-13:「電波環境のクリーン化と混信妨害の防止」に関し、違法無線局
対策について  

末尾に行 政開示請求にて入 手した「’17 年 度からの 5 年間に 1 エ リア管内で受領

した 80 条報告の通報 処理件数」を添付 する。 

ご覧頂け れば分かる通り、 過去 5 年間 でこれだけの通報 →処理件数がある 。 

しかしな がら、通報されて 調査が行われる迄 かなり時間が掛か ったり、通報を行

っても正 しく処理されない 等で生じた暗数が 生じている、と考 える。 

そこで、 有効なのが規正局 等の運用であるが 、その観点で下記 お尋ねする。  

・規正局 の運用について、 スクランブル発進 的に予告なしに運 用する事を考えて

いるか 

・個別通 報の場合、処理さ れない事例が生じ ている一方、当連盟に集約す る事に

より、総 務省に圧力を掛け る形で 80 条報告 が行えると考える が、実施の如何に

ついて考 えているか 

・当連盟として 80 条報告について 定量的に処理され ている事の監視を している

か 

・報告が 処理されていない 場合、国会議員等 を通じて適切に処 理させる等の圧力

を掛ける 事を考えているか  

・違法・ 不法運用問題につ いて連盟として適 正利用を呼び掛け の文書等を送付し

ている業 界団体等はあるの か 

 併せて 、上記活動等を JAIA 加盟社及び八重 洲無線等メーカー 各社及びその販

売店と協 力して行っている か 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 80 条 は 免 許 人 が 報 告 し な け れ ば な ら な い と 考 え 、 JARL

が 報 告 の 処 理 に つ い て 監 視 等 お こ な う 立 場 に は な い と 考 え ま す 。 ま た 、 適 切 な 処

理 を さ せ る た め の 圧 力 等 は 考 え て お り ま せ ん 。 JARL か ら 適 正 利 用 呼 び か け の 文

書 等 を 送 付 し て い る 団 体 は な く 、 メ ー カ ー や 販 売 店 と の 協 力 は お こ な っ て お り ま

せ ん 。  

 

＜森田会 ⾧追加回答＞違法 局・不法局につい ては、以前から地 方本部⾧として 深

刻な問題 と考えてきました 。今後も、諸団体 やメーカー等との 協力推進、総務省

への要請 、要望、連携を進 めていきたいと考 えております。 

 

7-14:(7-13 関連)「電波環境のクリーン化と混信妨害の防止」に関し、
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「あまちゅあがいだんす」の運用について(提案)  

一部の支 部では、「あまち ゅあがいだんす」 局を運用出来る資 格を持った人員の

絶対的な 人数が少ない為、 運用人員の公募を 行っている一方で 、運用出来る資格

を多く持 つ支部では、当番 日でも手を上げな い支部がある、と 聞き及んでいる。 

電波環境 の改善の為、より 積極な運用を行う 為、「あまちゅあ がいだんす」局の

運用実績 を各支部に求め、 適切な運用を行っ ていない支部の人 員を交代させる等

の措置を 取るべきではない か。 

合わせて 、「あまちゅ あがいだんす」運用可能資格(3 陸特 以上)保有者について、

連盟とし て任意に会員等に 保有者に届け出て 運用可能者をプー ルする事はしない

のか。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 「 あ ま ち ゅ あ が い だ ん す 」 の 適 切 な 運 用 を お こ な っ て い

な い 支 部 に 何 ら か の 措 置 を お こ な う こ と は 考 え て お り ま せ ん が 、 従 事 者 資 格 を お

持 ち の 方 に は 協 力 を 求 め て い き た い と 考 え ま す 。 運 用 可 能 者 を プ ー ル す る こ と は

考 え て お り ま せ ん 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 運 用 可 能 者 の リ ス ト は 、 既 に 各 支 部 に お い て 作 成 さ れ て い る も

の と 思 い ま す 。 引 き 続 き 、 さ ら に 積 極 的 な 協 力 を 求 め て い き た い と 考 え ま す 。  

 

7-15:(7-13 関連)「電波環境のクリーン化と混信妨害の防止」に関し、

「社会貢献活動」に対する大日本猟友会の介入とハムバンドの電波環

境保護について  

2021 年の アマチュア無線に 関する電波法施行 規則改定に伴い、「大日本猟友会に

よる有害 鳥獣対策も対象」 となったが、「場 合によっては金銭 上の利益に該当す

るのでは ないか」との声が 一部会員から挙が っている。 

私も当該 パブリックコメン トの募集があった 際、上記の理由で 反対の意見を送っ

た。 

この件に ついて、大日本猟 友会の会⾧は常任 参与として当時の 自民党幹事⾧だっ

た議員の 派閥に入っており、氏の政治 的権力を使って無 理矢理捻じ込んだ のでは、

との疑い を抱いている。 
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総務省に 対し、行政開示請 求を行ったが、当 該資料はない、と の返答があり、真

相は闇の 中である。 

JARL として、大日本猟 友会の要求に対し 断固として拒否し 、アマ チュアバンドを

守るべき ではなかったのか 。 

或いは、 特定小電力無線や デジタル簡易無線 等の活用を提案す べきではなかった

のか。 

この時、JARL の活動としてどの 様な活動を行った のか、答弁を求め る。 

尚、猟友会問題に関 し、私の友 人である衆議院議 員を経由し総務省 に照会した所、

総務省側 から「確かに解禁 はしたが、そもそ も狩猟でアマチュ ア無線を使う事は

想定して いない。狩猟行為 自体に金銭上の利 益が皆無とは言え ず、『アマチュア

業務の本 旨』からも外れる 可能性がある」と の回答を得た。 

それなら 、一層 JARL とし ても抵抗すべきで はなかったのか。  

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 制 度 の 導 入 の 際 に 様 々 な 意 見 交 換 を お こ な っ た が 、 特 段

抵 抗 す べ き も の で は な い と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ ご 指 摘 の 団 体 も 含 め 、 諸 団 体 に 対 し 、 電 波 法 の 遵 守 を 働 き か け

て い き た い と 考 え て お り ま す 。  

 

7-16:「電波環境のクリーン化と混信妨害の防止」に関し、ソーラーパ
ネル問題について  

東京都議 会で新築住宅への 太陽光パネル設置 を義務付ける条例 が成立したが、当

連盟はソ ーラーパネル問題 でどの様な働き掛 けを行ったのかを 明らかにされたい。 

ソーラー パネルは日中だけ でなく、夜も蓄電 設備からノイズが 発生しており、夜

間帯の通 信にも悪影響を及 ぼす事を認識して いるだろうか。 

更には、太 陽光パネ ルは直流 で発電され る為 に必要な交直変 換装置とされるパ ワ

ーコンデ ィショナー(通称:パワコン)のうち、大変質の 悪い製品があり、そこから

スプリア スが発せられアマ チュア無線も然る 事ながら、航空無 線等の重要無線も

妨害して いた事が判明した と一部報道があっ た。 

その為の 対策を当連盟とし てどう取ろうとし ているか、合わせて答弁を要 求する。 

執行部の 見解如何。 

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ノ イ ズ が 出 る こ と は 理 解 さ れ て い る が 、 ま ず 世 界 的 な ル
ー ル 作 り が 必 要 で 、 そ の  後 、 国 内 ル ー ル 作 り と な る 。 現 在 は 自 主 規 制 的 な ル ー
ル し か な い が 、 ま ず は 世 界   的 な 動 き を 注 視 し て い く 。  
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＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ ソ ー ラ ー パ ネ ル 問 題 は 認 識 し て お り ま す 。 あ ら ゆ る ル ー ト を 使
っ て 対 策 を 働 き か け て い き た い と 考 え て お り ま す 。  
 

7-17:「電波環境のクリーン化と混信妨害の防止」のうち、「電波環境
に関する対応」に関し、「短波帯デジタル固定局」作業班での当連盟
の役割について  

情報通信 審議会陸上無線通 信委員会「短波帯 デジタル固定局」 作業班に関して下

記、お尋 ねする。 

・作業班 内に於ける当連盟 の役割は何か 

・巻末資 料に添付する DATACOM 社の 局免情報を見る 限り、7/10/14 各 MHz 帯

に隣接し ているが、国立天 文台からの参加者 とは異なり、各バ ンドへの干渉回避

の為の調 査要請を行ってい ない 

 当連盟 としても同社や総 務省に対し同様の 調査要請をすべき ではないのか 

・同班第 3 回会合の資 料で「この周波数の 使用は、他の無線局 の運用に妨害を与

えない場 合に限る。」とあ るが、この文言に は「アマチュア無 線局を除く」との

記載があ る 

 これは、 あまりにもアマチ ュア無線が軽んじ られている一文で ある 

 何故こ の様な結果になっ たのか、詳細な経 緯の説明を要求す る 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 電 波 天 文 は 電 波 法 で 受 信 設 備 の 保 護 が 、ま た 、短 波 放 送 、

船 舶 無 線 、 航 空 通 信 は い わ ゆ る 重 要 無 線 通 信 に 該 当 し て 短 波 デ ジ タ ル 固 定 局 か ら

の 妨 害 の あ っ た 場 合 に 運 用 停 止 を 求 め る こ と が で き ま す が 、 残 念 で す が 、 ア マ チ

ュ ア 業 務 に つ い て は 保 護 等 が 電 波 法 で の 規 定 は な く 「 ア マ チ ュ ア 無 線 を 除 く 」 の

表 記 に つ い て 削 除 を 求 め る 意 見 は 行 っ て い ま せ ん 。  

 

 

7-18:「会員増強と会員事業の推進」のうち、「広報活動」に関し、移
動運用のルールについて 
私の所に 、「移動運用時、 ガードレール等の 公共物にアンテナ を支えるワイヤー

等を括り 付けている所を見 た事がある。許可 なしでその様な事 を行っている事は

まずいの ではないか。無線 の大声とか発電機 の音とかで迷惑と 感じている声もあ

る」との 意見が会員から寄 せられた。 

アマチュ ア無線を代表する 団体として、上記 の様な不適切な運 用例を挙げて注意

喚起すべ きではないか。 
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具体的に は、JARL NEWS、連盟 Web サイト、連盟メルマガ、月刊 CQ、HAM World

等の媒体 に「移動時の運用 マナー」の掲載が 考えられる。 

特に会⾧ は移動運用のスペシ ャリストと認識し ており、月刊 CQ で の連載や実地

でのセミ ナーも持っておら れる。  
そこで改 めて「移動運用時 のルール」として 記事を作成したり 、セミナーで運用

ルールの 重要性を講演項目 に盛り込むべきで ある。 

併せて、 コンテストの告知 と共に、「マナー 順守」について項 目を目立つ様に告

知、場合 によってはルール として整備すべき ではないだろうか 。 

いずれ、 行く土地土地で「 移動運用禁止」と なった場合、我々 アマチュア無線家

だけでな く、フリーライセ ンスラジオ愛好家 等の全ての「無線 愛好家」全員が困

る事を十 分認識すべきであ る。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 移 動 運 用 時 の マ ナ ー に つ い て は 、JARL NEWS な ど で PR

に 努 め た い 。  

7-19:「非常災害時への態勢整備」に関し、防災政策について  

東日本大 震災から 12 年余経過するが、東北地方を初 めとし、「 アマチュア無線の

防災への 活用」は低調な地 域が多い。 

「防災士 」の資格を発行す る特定非営利活動 法人日本防災士機 構や、アマチュア

無線家 が 運 営関 係者 に 少な くな いコ ミュ ニティ FM 局(及び その業 界団 体で ある

JCBA 日本コミュニ ティ放送協会等)に働き掛 けは行わないのか 。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ JARL と し て は 、各 地 方 の 非 常 通 信 協 議 会 を 通 じ て 、他 の

業 務 団 体 と の 連 携 を 進 め て い き た い 。  

 

7-20:(7-19 関連)「非常災害時への態勢整備」に関し、JARL 各支部と
都道府県との防災協定締結の強化について  

一部の JARL 各支部と県等 が阪神淡路大震災 及び東日本大震災 を踏まえて、「災

害支援協 定」等を締結して いるが、地方間で もムラがある現状 になっており、今

後発生が 懸念されている、 千島日本海溝及び 南海トラフ巨大地 震等の地方及び日

本列島全 体に影響を及ぼす 巨大災害に対して の備えには不十分 と指摘されている。 

そこで、 現状の「災害支援 協定」の締結状況 は如何程であるか 、また全都道府県

と JARL 各支部等の締結を 目指して本部は支 援を行うのか、更 には地方での包括
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連携を目 指して各地本とし ても活動を起こす 方向性はあるのか 。 

また、災 害発生時に重要な 機能を果たす、日 本赤十字社、同ア マチュア無線奉仕

団、全国 社会福祉協議会等 ボランティア団体 との関係構築は現 状如何程で、どの

様な目標 を目指し活動する のかを問う。 

日本海溝 ・千島海溝周辺海 溝型地震 防災対策推進基本 計画(2022/9/30 開催の中

央防災会 議)にも 「国 及び地方 公 共団体は 、ボ ランテ ィアの自 主性を尊重 し つつ、

日 本 赤 十 字 社 、 社 会 福 祉 協 議 会 、 NPO 等 と の 連 携 を 図 る と 共 に 、 中 間 支 援 組 織

(NPO・  

ボ ラ ン テ ィ ア 等 の 活 動 支 援 や 活 動 調 整 を 行 う 組 織 )を 含 め た 連 携 体 制 の 構 築 を 図

り、災害 時において防災ボ ランティア活動が 円滑に行われるよ う・・・」「国及

び地方公 共団体は、行政・NPO・ボランテ ィ ア等の三者で 連携し、平常時の登録、

ボランテ ィア活動や避難所 運営等に関する研 修や訓練の制度、 災害時における防

災ボラン ティア活動の受入 れや調整を行う体 制、防災ボランテ ィア活動の拠点の

確保、活 動上の安全確保、 被災者ニーズ等の 情報提供方策等に ついて、意見交換

を行う情 報共有会議の整備・強化を、研修会や 訓練を通じて推進 するものとする。」

とあり、 前述についての巨 大災害への対応が 必要と考える。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ JARL と し て は 、各 地 方 の 非 常 通 信 協 議 会 を 通 じ て 、他 の

業 務 団 体 と の 連 携 を 進 め て い き た い 。  

 

7-21:「青少年へのアマチュア無線活動への支援と身体障がい者への援
助・協力」のうち、「青少年へのアマチュア無線活動への支援」に関
し、WAKAMONO 関連施策について  

既に質問 2-1 で記載し た提案以外につい て質問する。  

2021 年の 総会にて、私が執筆 し JN3RVM 中 嶋前社員が質問を 行った件の進捗も

含め、回 答を要求する。 

・学校社 団局に対する無線 機とアンテナ貸し 出しの是非 

・「WAKAMONO イベ ント」の対象年齢 層に対するニーズ 調査 

・コンテ ストのシングルオ ペレータのジュニ ア部門設立  

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 個 々 の 無 線 局 に 対 す る ア ン テ ナ 貸 し 出 し 等 に つ い て は 、

費 用 や 管 理 ・ サ ポ ー ト な ど JARL が お こ な う と な る と い ろ い ろ と 課 題 が あ る と 考

え ま す 。 「 WAKAMONO イ ベ ン ト 」 は 2019 年 を 最 後 に 開 催 し て お り ま せ ん が 、
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2019 年 の 参 加 者 の 平 均 年 齢 は 12.6 歳 で し た 。  

コ ン テ ス ト 委 員 会 で は 、若 手 育 成 に 向 け た ジ ュ ニ ア 部 門 の 見 直 し に つ い て 検 討 し 、 

シ ン グ ル OP 種 目 に 、ジ ュ ニ ア 部 門（ 年 齢 制 限 ）を 設 け 、ALL ASIAN DX コ ン

テ ス ト に 導 入 を し て お り ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ こ の 度 新 設 さ れ た 「 体 験 運 用 推 進 ・ ニ ュ ー カ マ ー 支 援 委 員 会 」

で さ ら な る 積 極 的 な 施 策 を 検 討 す る よ う お 願 い し ま し た 。  

 

7-22:(7-21 関連項目)「青少年へのアマチュア無線活動への支援と身
体障がい者への援助・協力」のうち、「青少年へのアマチュア無線活
動への支援」に関し、大学社団局について(提案)  

大学社団 局について、学校 社団局自体減少し ている為、周辺地 域の学生等も受け

入れる様 、連盟からも働き 掛けて頂きたい。  

上記につ いて、一部大学社 団局で非協力的な 者も居り、唯でさ え減少している若

手の獲得 が遠のく懸念があ る。 

また、実 態として学生主体 ではなく、教員や OB 主体、若しく は大学公認団体で

はない大 学社団局が JARL 登録クラブリスト 上に「学校クラブ 」と登録されてい

る団体が 散見され、統一感 がないと感じられ るとの声もある。  

一方、大 学社団局等につい て  「自動的 に更新される」と 記載があるのにも 拘わ

らず、再 度の手続きを求め られる事例も多数 ある模様である。  

書類作成 に必要な公印入り 書類の提出は非常 に手間が掛かる為、改善を要 求する。 

上記につ いて、執行部の見 解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 先 に も 述 べ ま し た が 、 学 校 社 団 局 の 会 費 助 成 制 度 に よ り

経 済 的 負 担 を 軽 減 で き る 措 置 を ご 利 用 い た だ け れ ば と 考 え ま す 。 学 校 社 団 局 の 会

費 助 成 は 、 要 件 を 満 た し て い れ ば 自 動 的 に 更 新 さ れ ま す 。  

 

7-23:(7-21 関連項目)「青少年へのアマチュア無線活動への支援と身
体障がい者への援助・協力」のうち、「青少年へのアマチュア無線活
動への支援」に関し、所謂「お試し会員」期間中に送られた QSL カー
ドの取り扱いについて  

現在、お試 し会員は 1 年間無料として いるが、お試し期間 内に受けた QSL カード

は現状か らすると期間後に 送られるのではな いだろうか、と言 う危惧の声が会員

から挙が っている。 

現状の QSL カード の配 送状 況を鑑 み 、 お試し期 間中 に 島根 ビュー ロ に到達 した
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QSL カードは「 お試 し会員」 期間が終 了 した 場合 の扱いは ど うなって いる のか。 

仮に、「 お試し会員」のま ま継続会員となら なかった場合、正 会員ではないとし

て折角発 送した「お試し 会員」向けに送 られた QSL カードが処 分されてしまうか

どうかを 確認したい。  

仮にカー ドが破棄された場 合、折角お試しで 会員になったのに カードが届かず処

分される のはモチベーショ ンが下がり、無線 から足が遠退く要 因となるのではな

いだろう か。 

少なくと も、「お 試し会員」向けに送ら れた QSL カードはどん なに遅くともしっ

かりと手 元に送られるシス テム作りを要求す る。  

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ お 試 し 入 会 の 方 も 、 一 般 の １ 年 会 費 の 方 と 同 等 の 会 員 サ

ー ビ ス を 受 け る こ と が で き ま す 。QSL カ ー ド 転 送 の 取 り 扱 い も 同 様 で す が 、お 試

し 入 会 の 方 の カ ー ド の み 特 別 に 取 り 扱 い こ と は 作 業 的 に も 難 し い 面 が ご ざ い ま す 。 

 

＜森田会長回答＞確かに到着枚数は落ち着いてきたようですが、カード転送に時

間がかかっていることは否定できず、対策が必要です。会員への呼びかけ、電子

QSL の有効活用、処理の効率化を含めた総合的な対策を検討するために、本年 7

月の第 68 回理事会で「QSL 問題対策委員会」を設置したところです。 

 

7-24:「2022 年度行事」のうち、「社員通常選挙」に関し、当連盟の
地方本部選出社員選挙について  

当連盟の 地方本部選出社員 選挙に於いて、立 候補する人数につ いて既に支部⾧間

で決まっ ている場合がある との内情を会員か ら伺っている。 

具体的に は、単一支部内限 定での 10 人の推 薦人が必須、と言 ったローカルルー

ルの存在 があり、そのルー ルは一部のメンバ ーしか知らない為 、実質的に支部の

内情を深 く知る人しか立候 補する事が出来な い、と言った内容 であるが、各支部

内で予備 選挙的な事が行わ れるのであればま だしも、談 合で「こ の人を擁立する」

と決めて しまって本当に良 いのか疑問である 。 

この慣例 を破ろうとすると 地本内や支部内の 立場が悪くなる為 、社員になろうと

するには 、代替わりを待つ しか手がない。 

これは本 当に「民主的」な やり方なのか、非 常に疑問である。  

斯様な「 特殊な地域事情」 については、どう しても無投票を志 向したい場合、例

えば地本 や支部内で予備選 挙を行い、その当 選者を本選挙の候 補者とする等をル

ール化す べきであると考え る。 
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併 せ て 、 定 款 に 定 め ら れ て い る 社 員 の 定 数 上 限 140 議 席 の う ち 、 現 行 の 総 定 数

(138 議席)を抜いた 2 議席 が余っており、こ れを余らせておく 理由はなく、会員

数に 対し て議 席 数の 割り 当て が不 足 して いる 地 域(具 体 的に は 関 東 地本)に 割 り 当

てるべき であると考える。  

上記内容 について、執行部 の見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 社 員 の 各 地 域 の 定 数 に つ き ま し て は 、 さ ま ざ ま な ご 意 見

が あ り ま す が 、 単 純 に 会 員 数 の 比 例 で い く と 、 関 東 で 3 割 を 占 め る こ と に な り 、

他 の エ リ ア の 方 が 納 得 で き る か ど う か 疑 問 が 残 り ま す 。 や は り あ る 程 度 の 按 分 が

必 要 で は な い か と 思 い 、 慎 重 な 議 論 が 必 要 で あ る と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 理 事 や 社 員 の 選 挙 の 仕 組 み に つ い て は 、 今 後 よ り よ い 形 を 目 指

し て 検 討 が 必 要 と 考 え て お り ま す 。  
 

7-25:(7-24 関連)「2022 年度行事」のうち、「社員通常選挙」に関し、
「局免切れ社員」が存在した件について 
2020 年執 行の通常選挙にて 当選した関東地本 選出社員にて、所謂「局免切れ 」社

員が発生 した。  

私が記憶 している限りでは 2021 年総会前後 には局免切れ状態 となっており、本

来であれ ばその時点で該当 社員は失職の上、 次点落選者が繰り 上がりになってい

るべきで あったにも拘らず 、結局 2022 年 2 月 に入ってから次点 落選者が繰り上

げ当選と なった。 

(尚、2022 年執行分の選挙 でも関東地本で同 様の事象が発生し たが、この場合は

自ら辞職 した為、この事例 に該当しない物と する) 

本来であ れば、「局免切れ 正員」の定期的調 査で発見出来る事 例ではあるが、同

調査を行 わなかった場合、 「局免切れ社員」 がずっと存在する 事となり、「総会

の妥当性 」その物が疑わし くなる。  

大差で表 決がなされるなら まだしも、小差で 決した内容なら猶 更である。  

言う迄も ないが、「社員」 は「正員資格」を 有する者から選挙 される。  

定款上、 「正員資格」は「 局免を有する者」 と定められており 、局免の期限が切

れている 、と言う事は当然 、その資格も失う →会員の代表であ る社員の議席も喪

失するべ きである。  

今後、社 員の構成年齢がど うなるかは見通せ ないが、これと同 様の事が今後発生

し得ない とは言い難い。  

同様の事 が発生しない為に も、定量的な「局 免切れ正員」の調 査を求める事は勿
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論、「局 免切れ社員」が発 生した場合の対策 を速やかに取る方 策を執行部に要求

すると同 時に、今回の事象 について弁明を求 めたいが、執行部 の見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 選 挙 に お い て は 、 立 候 補 者 に 局 免 許 状 の 写 し を 求 め て 、

立 候 補 の 要 件 を 確 認 し て お り 、 局 免 許 を 失 効 し た と さ れ る 社 員 は 、 そ の 事 実 が 確

認 さ れ れ ば 社 員 の 資 格 を 失 う こ と と な り ま す 。 選 挙 の 前 に 、 局 免 許 に 関 す る 会 員

台 帳 の 整 備 を 定 期 的 に お こ な う こ と と し て お り 、 併 せ て 、 JARL NEWS や メ ー ル

マ ガ ジ ン に お い て 免 許 切 れ に 関 す る 注 意 喚 起 を 常 時 お こ な っ て お り ま す 。  

 
7-26:(7-24 関連)「2022 年度行事」のうち、「社員通常選挙」に関し、
地方本部選出社員欠員時の選挙について  

当連盟の 地方本部選出社員 が欠員した場合、 次点者が繰り上げ 当選する事となっ

ているが 、無投票 である地方本部は 1 人でも 欠けるとその分地 域の声が届きにく

くなって しまう。 

そこで、 無投票地域で欠員 が発生した場合、 遅くとも社員総会 の招集通知がある

迄に当該 地域一斉に補欠選 挙を行うべきだと 考えるが、執行部 の見解如何。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 社 員 の 欠 員 補 充 選 挙 に つ い て は 、 定 款 第 18 条 第 5 項 の

規 定 に あ る 社 員 数 と の 関 係 に よ り 対 応 す る こ と と な る と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 理 事 や 社 員 の 選 挙 の 仕 組 み に つ い て は 、 今 後 よ り よ い 形 を 目 指

し て 検 討 が 必 要 と 考 え て お り ま す 。  
 

7-27:(7-24 関連)「2022 年度行事」のうち、「社員通常選挙」に関し、
但し書き支部⾧選任時の社員就任信任投票について  

当 連 盟 の 支 部 ⾧ の 欠 員 補 充 を 行 う 際 、 社 員 で は な い 支 部 ⾧ (所 謂 「 但 し 書 き 支 部

⾧」 )とする事に な っ ているが、 該当の支 部から地 本 選出社員 が 出ていな い場合 、

支部内の 意見が総会に届け られない弊害が生 じる。 

そこで、 今後、「但し書き 支部⾧」が選任さ れた場合、遅くと も社員総会招集迄

に当該支 部正員に対し「支 部選出社員への信 任投票」を行う様 規約を変更すべき

だと考え る。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 但 し 書 き 支 部 ⾧ の 選 任 に つ い て は 、 当 該 地 方 本 部 の 運 営

を 担 う 地 方 本 部 ⾧ の 推 薦 に よ る も の が 妥 当 と 考 え ま す 。  
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＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 理 事 や 社 員 の 選 挙 の 仕 組 み に つ い て は 、 今 後 よ り よ い 形 を 目 指

し て 検 討 が 必 要 と 考 え て お り ま す 。  
 

7-28:「2022 年度行事」のうち、「社員通常選挙」に関し、理事・社
員の連続就任期数上限について(提案) 

現在の当 連盟選挙規約では 、理事候補は 80 歳定年、社員は定年がな く、何歳でも

出馬可能 である。 

いずれも 再選制限はない為 、同じ顔触れが何 回も理事や社員に なり、新規参入の

ハードル が大変高いと感じ る。 

新陳代謝 のない組織はいず れ硬直化してしま う事は明白である 。 

そこで、 理事・社員共に多 選制限を設けるべ きであると考える 。 

どうして も後任が見つから ない等の特別な事 情がない限り、あ る程度の期数で切

り上げ、 次世代に引き継ぐ 事により、良い事 は継続しつつ、良 くない所は若い発

想力で改 良する事が出来る と考える。 

その足掛 かりとして、まず は、社員にも定年 制を導入する所か ら始めるべきであ

る。 

併せて、 会⾧の再任制限(8 年間)を復活させ るべきであると考 える。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 会 員 の 平 均 年 齢 が 上 が っ て い る 中 で 、 社 員 の 定 年 や 会 ⾧

の 再 任 制 限 に つ い て は 、 慎 重 に 議 論 す べ き も の と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 組 織 の 硬 直 化 を 防 ぎ 、 次 の 世 代 の 方 に 活 躍 し て い た だ く た め に

も 、 役 職 に つ い て は 何 ら か の 制 限 は あ っ て も よ い と 考 え ま す 。 引 き 続 き ご 意 見 を

お 聞 か せ く だ さ い 。  

 

7-29:「2022 年度行事」のうち、「社員・理事候補者通常選挙」に関
し、当連盟の選挙広報について(提案) 
当連盟の 選挙に於いて、「 候補者名とコール サインだけ書かれ た投票用紙と注意

書きだけ 送られてもどの候 補者に投票したら 良いのかが分から ない」と言った意

見が散見 される。 

その要因 には、当連盟 Web サイト上の目 立つ所に選挙につ いての記載や、該当ペ

ージにつ いてのリン クがな い事と、候補 者 自体の政見が掲載 された PDF ファイ

ルへのア クセスのし辛さが 考えられる。 
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その上、候補者 の政見の公表は Web での 公開を前提として いるが、いざ投票の時

になって 候補者情報をアク セスしても上記の 通り探し難い場所 にあり、結果とし

て低投票 率がずっと続いて いる。 

投票率を 高めるには、投票 用紙と共に、各候 補者の政見が記載 された選挙公報を

同封する べきではないか。  

合わせて 、候補者に対し、 質疑応答等のコミ ュニケーションが 取れるシステムを

構築すべ きだと考えるが、 執行部の見解如何 。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 選 挙 公 報 に つ い て は 、 選 挙 管 理 会 に ご 意 見 を 伝 え 検 討 し

て い た だ き た い と い 思 い ま す 。  

 

7-30:「連盟地方支部行事」に関し、一部支部役員による支部イベント
において行った不適切行為について  

一部支部 役員に於いて、コールサインを使 用した SNS(Twitter)ア カウント上にて

度々新型 コロナウイルス感 染症に関する陰謀 論、デマを日常的 に流布している、

との告発 が会員からあった 。 

2022 年 5 月、当該支部が 主催した、CW 講習 会に出席したある 登録クラブ役員の

学生に対 し、当該人物はマ スクの着用及び感 染対策を巡り威圧 的な言動を取った

と言う情 報を得た。 

この行為 は優越的地位の濫 用及び重大なハラ スメント行為であ り、新型コロナウ

イルス感 染症対策に尽力し た、連盟本部、各 地方本部、各都道 府県支部に対して

貶める物 に他ならない。 

行動緩和 が行われたとは言 え、参加年齢層等 の事を考慮すると 、この様な行動は

不用心で あり、今一度注意 を行うべきではな いか。 

我々社員 は選出単位を問わ ず、アマチュア無 線家の手本となら なければならない

事を改め て認識すべきであ る。 

各社員及 び執行部の見解如 何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ネ ッ ト 上 に お け る 不 適 切 な 発 言 等 は 社 会 的 に も 大 き な 問

題 と な っ て お り ま す が 、 ネ ッ ト 上 で 発 言 さ れ る 際 に は 、 常 識 あ る 社 会 人 と し て 不

適 切 な 発 言 等 は 謹 ん で い た だ き た い と 考 え ま す 。  

 

8:報告事項 2 2023 年度収支予算について  

8-1:「2023 年度予算全体」に関し、予算編成全体について 
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今年も各 種積立金取り崩し 在りきの予算編成 か。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 令 和 4 年 度 中 の 収 支 補 填 の 特 定 資 産 の 取 り 崩 し は ゼ ロ で

あ り 、 今 後 も で き る だ け 補 填 を な く す よ う 努 め て ま い り ま す 。 一 般 社 団 法 人 と し

て 収 入 の 大 部 分 が 会 費 収 入 で あ り 、 こ の 維 持 ・ 増 加 の た め の 努 力 と 、 経 費 の 圧 縮

に 努 め て ま い り ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ こ こ 数 年 、 確 か に 赤 字 幅 は 縮 小 し て い ま す が 、 コ ロ ナ 禍 に よ る

事 業 縮 小 の 影 響 は 否 め ず 、 確 実 な 収 支 均 衡 を 実 現 す る た め 、 会 員 の 皆 さ ま の ご 理

解 を 頂 き な が ら 、 諸 事 業 の 見 直 し が 必 要 と 考 え て お り ま す 。  

 

8-2:「2023 年度予算全体」に関し、JARL NEWS 費について(提案) 

JARL NEWS 費に関して、 家族会員が居る場 合、家庭数配布に する事で経費削減

出来るの ではないか。 

執行部の 見解如何。 

 

＜髙尾前 会⾧予定原稿＞ 所謂「家 族会員」には JARL NEWS は送付し ておりませ

ん。同居 している正員にま とめて送付という ご提案であれば、 そうしたケースは

あまり多 くないと考えます 。 

 

9:報告事項 3 2023 年度事業計画について  

9-1:(7-1 関連)「会員拡充の取り組み」に関し、ハムフェア 2023 開催
について(要望・提案) 
当質問書 7-1 では、2022 年度分ハムフ ェアを振り返って の要求事項を問う た。 

併せて、 2023 年開催分以降 のハムフェアにつ いての要望・提案 等を記載する。 

まず、出 展要項を Web に掲載するべ きである。 

イベント の参加方法が Web で調べられ ず、 郵便で請求を必要 とするイベントは

現代に於 いてハムフェアだ けであり、そこか らも「参加したい のに参加方法が分

からない 」人々が零れ落ち ている事を執行部 は認識しているだ ろうか。 

次回開催 からは Web での掲載を要求 する。 

更に言え ば、小間割り抽選 会・説明会が平日 開催である必要は あるのだろうか。 

週末しか 休みが取れず、抽 選会に参加出来な い団体は不利な位 置に割り当てられ
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る等の不 都合が生じている 。 

上記の事 から、抽選会の土 日開催を検討する べきである。 

会 員 の 皆 様 から 頂い た声 とし て 、「 どう もハ ムフ ェ アは 内 向 きに 感じ る 」と 言 っ

た意見が ある。 

つまり、 質問 9-3 にて後述する「Maker Faire Tokyo」の様に興 味を引く様な出

し物がな い、とも言い換え る事が出来る。 

そこで、 出展者が楽しくな り、また訪れた来 場者も楽しくなる 様な魅力あるコン

テンツを 用意すべきである 。 

例として 、特別記念局「8J1HAM」を体験局とし、無資格者向け 運用体験コーナー

を設ける 等を行えば、「無 線で交信して楽し かった」と言う実 績を作り、アマチ

ュア無線 家への取っ掛かり が出来るのではな いか、と考える。  

併 せ て 、 か つ て 当 イ ベ ン ト で 行 わ れ て い た 同 特 別 記 念 局 に 於 け る 特 殊 モ ー ド

(FAX・RTTY・SSTV・PSK 等)での QRV も 、「アマチュア 無線の可能性」をより

世間一般 に広げる点で有効 である。 

一例とし て、昨年のハムフ ェア初日終了後、 同特別記念局が 7MHz 帯で FT8 に

QRV して いたが、それを他 のモードでも行え ば良い、と言える 。 

是非「同特 別記念局によるハ ムフェア会場から の特殊モード QRV」は今年度から

復活して 頂くよう強く要望 する。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 今 年 か ら は 難 し い で す が 、 ハ ム フ ェ ア 実 行 委 員 会 に 報 告

し 検 討 し て い た だ く 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ ハ ム フ ェ ア の 様 々 な あ り か た に つ い て は 、 ハ ム フ ェ ア 実 行 委 員

会 （ 澤 田 委 員 ⾧ ） に 抜 本 的 な 検 討 を お 願 い し た と こ ろ で す 。  

 

9-2:(9-1 関連)「会員拡充の取り組み」に関し、ハムフェア 2023 ポス
ターデザインについて 
今春公開 された今夏開催予 定のハムフェア 2023 のポスターデ ザインについてで

あるが、公 開して早々に中央 に描かれている女 性イラストについ て、「中丸みつ」

氏が 商用 イラ スト を 出品 する サイ ト「PIXTA」で 販売 して いる 物で ない か、 或 い

は同イラ ストを一部アレン ジメントして使用 している、と言う 指摘が各々会員か

ら挙がっ た。 

適正な権 利処理、許諾等は 行っているのか、 またこのイラスト を選定採用した経

緯・趣旨 は何か、同ポスタ ー等デザインの経 費は如何なる金額 なのか、回答を求
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める。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 製 作 会 社 へ 権 利 ・ 許 諾 等 に 問 題 な い こ と を 確 認 し 、 こ の

ポ ス タ ー に 選 定 に つ い て は ア マ チ ュ ア 無 線 フ ェ ス テ ィ バ ル 実 行 委 員 会 で の コ ン ペ

に よ り 選 定 さ れ ま し た 。 ポ ス タ ー の デ ザ イ ン 制 作 費 は 20 万 円 で す 。  

 

9-3:「会員拡充の取り組み」に関し、各種イベント出展について  

当連盟自 体の活動として、先述のハムフェ ア以外の他のイベ ント(「コミックマー

ケット」 等)へ出 展する予定はある のか。 

若い人を 集めるには、ハム フェア以外にもイ ベントに積極的に 参加すべきで、そ

の中でも 若い人を中心に全 年齢参加型の代表 例として、「 コミックマーケ ット(以

下コミケ)」が挙 げられる。 

「コミケ 」では、アマチュ ア無線の同人誌や ハードの頒布を行 っているサークル

があり、 年齢問わず賑わっ ている。 

その場で 例えば記念局運用 や無資格者向けの 公開運用を行えば 、注目度が一気に

上がり、 新たなアマチュア 無線家の獲得に繋 がるのではないだ ろうか。 

下記、考 えられる事例を申 し述べる。 

・イベン トでの PR につい て 

世の中を 見渡してみると、 所謂「オールジャ ンル」と呼ばれる 趣味に関する自ら

の作品や 研究等、様 々なものを発表イ ベントは数多く存 在し広く開催され ている。 

その中で も先述の「コ ミケ」は、JARL の主催す るハムフェアと同 期のイベントと

なってい る事を申し添えて おく。 

「コミケ」 は元より他のイベ ントからもアマチ ュア無線を世間一 般に広く PR す

るに当た って参考とすべき 点は多々あると考 えており、現状の 様な子供相手にラ

ジオを作 って教える大人達 が満足するのでは なく、「アマチュ ア無線だから出来

る事」を 前面に押し出す発 表の手法を学ぶ機 会や他のジャンル との交流を持つ為

にも「Maker Faire  Tokyo」や「コミティ ア」、先述 の「 コミケ」等首都圏で開

催される イベントに一般参 加として参加して みては如何か。 

その点を 踏まえ、上記提案 を基に幾つかの提 案を行う。 

・コミケ 記念局コンテスト 実施 

 記念 QSL カー ドの発行 

 オペレ ート周波数及び出 力によりランク分 けを行い交信する 楽しみ 

 確実に 繋がらないからこ その交信出来た時 の面白さを PR 出 来るものと考える。 
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 受信機 での参加も出来る ように FM ラジオ帯での SWL カードも 発行する。 

・交信場 所について 

 会 場 内 は 場 所 が 判 る 様 、 番 地 名 が 細 か く 割 り 振 ら れ て い る 為 、 1.2GHz 帯 ・

5.6GHz 帯 の運 用 を す る事 で シ ミ ュ レ ー ト では な い 、 実際 に 人 が多 い 場 所 での 屋

内伝搬の 実験データ取得が 可能となる。 

上記の通 り、様々な事例を 提案させて頂いた が、先ずは裸足で 走るのではなく、

他のイベ ントやジャンルを 知り、靴を履いて から走り出す事、 つまりハムフェア

以外のイ ベントへ多くの社 員、理事が一般参 加し外の世界を学 ぶ事を強く薦める

と共に切 実に求めたい。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 他 の イ ベ ン ト に 連 盟 と し て の 予 定 は 現 在 あ り ま せ ん が 、

他 の イ ベ ン ト 等 は 参 考 に し た と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ ア マ チ ュ ア 無 線 を 知 っ て い た だ く た め に も 、 各 種 イ ベ ン ト へ の

出 展 に つ い て は 、 地 方 本 部 ・ 支 部 の ご 協 力 を 頂 き 、 前 向 き に 検 討 し た い と 考 え て

お り ま す 。  

 

9-4:「アマチュア無線活動の推進」に関し、記念局の局免申請費用補
助ついて(提案)  

社団会員 がコールサイン変 更の形ではなく、 新規に記念局を開 局しようとする場

合 、 当 連盟 が 局 免 申 請 費 用+特別 局 カ ー ド 転 送 料金 等 の 諸 費 用 を 一 定額 負 担 す る

事を提案 する。 

これによ り、金銭 的負担が軽減され ると共に、JARL 会員である事 のインセンティ

ブにもな るのではないかと 考える。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 特 別 局 の 経 費 等 の 一 部 負 担 に つ い て は 財 政 厳 し い 時 で も

あ り 見 合 わ せ た い と 考 え ま す 。  

 

9-5:「アマチュア無線活動の推進」に関し、5MHz 帯開放について  

5MHz 帯の開放に 向けた進捗状況を お尋ねする。 

・既に交 渉を行っている場 合、具体的な総務 省との折衝状況 

・まだ交 渉をしていない場 合、いつから始め るか等を含めた具 体的なロードマッ
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プ  

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 今 回 の 制 度 改 正 を し て い た だ く 中 で 、 総 務 省 へ は HF 帯

の 継 続 し た 周 波 数 の 割 り 当 て や 新 た に 新 規 分 配 可 能 な 周 波 数 に つ い て の 検 討 も お

願 い し て き て お り ま す が 、 残 念 で す が 今 回 の 改 正 に そ れ ら は 盛 り 込 ま れ て お り ま

せ ん が 、 引 き 続 き 、 お 願 い を し て い き た い と 考 え て お り ま す 。  

 

9-6:「アマチュア無線活動の推進」に関し、D-STAR 以外のデジタル
方式(具体的には C4FM/DMR 方式)レピータ開設について  

従前から 出ているが、デジ タルレビータに関 わる技術基準の見 直し状況はどうな

っている のかお尋ねする。  

デジタル 方式の電話モード も D-SATR の 他にも C4FM や DMR が 存在し、C4FM

に関して は既に同機能を搭 載したレピータが 八重洲無線から発 売されている。 

それにも 拘らず、未だに JARL は D-STAR 方 式以外のデジタル レピータを認めて

いない。  

C4FM 方式や DMR 方式の デジタルレピータ はいつ開設が許可 されるのか、逆に

言えば何 故 D-STAR 方式以外のデジタ ルレピータの開 設を認めないのか 、合理的

な理由を ご教示頂きたい。  

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ワ イ ヤ レ ス ネ ッ ト ワ ー ク 委 員 会 お よ び D-STAR 委 員 会

に D-STAR 以 外 の デ ジ タ ル 方 式 を レ ピ ー タ へ の 導 入 に つ い て 諮 問 を 行 っ て い る 。

先 日 の 改 正 等 を 含 め て 引 き 続 き 検 討 い た だ く こ と と し た い 。  

 

9-7:「アマチュア無線活動の推進」に関し、免許制度の基準策定につ
いて(提案) 
電波法の 解釈について、初 心者ならずとも混 乱してしまう部分 がで出て来てしま

う、との 声が挙がっている 。 

例えば、 「遅滞なく届け出 」と言った法令に ついて、特に初心 者である程「『遅

滞なく』 の基準とは?」と分からな くなってしまう事 が考えられる。  

こう言っ た、法令の開設に ついて当連盟とし て基準を策定して おくべきではない

だろうか 。  

上記提案 について、執行部 の見解如何。 
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 法 令 の 解 釈 を JARL が 策 定 す る べ き も の で は な い と 考 え

ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 法 令 の 解 釈 適 用 に つ い て も 、 JARL と し て 意 見 を 表 明 し て い く

こ と は 重 要 と 考 え て お り ま す 。 な お 、 ご 指 摘 の 点 に つ い て は 、 自 分 で 自 分 の 首 を

絞 め る こ と に も な り か ね な い の で 、 慎 重 に 対 応 す べ き か も し れ ま せ ん 。  

 

9-8:「アマチュア無線活動の推進」に関し、「アマチュアハンドブッ
ク」作成について  

「アマチ ュア無線の百科事 典」である「アマ チュアハンドブッ ク」が最後に出版

されてか ら実に 25 年 以上経過しており 、既に絶版となっ ている。 

当時から 制度等がかなり変 わっており、必ず しも現行制度と一 致しない部分が多

い。 

そこで、 下記 3 点を お尋ねする。 

1:今現在、 「私 家版 」とし て現在 の制 度 に合致 した「 アマ チ ュアハ ンドブ ック」

を作成す る動きがある事は 承知しているか 

2:大きく制 度改 定が 行われ るタイ ミン グ を好機 と捉え 、最 新 版の「 アマチ ュアハ

ンドブッ ク」を作成する事 を考えているか 

3:最新版の「ア マチュアハンドブ ック」を作成する 場合、JARD、CQ 出版、三才

ブックス(ラジオ ライフ)、「私家版」関係 者等と協力する意 向はあるか 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ア マ チ ュ ア ハ ン ド ブ ッ ク を JARL が 改 訂 し て 出 版 す る と

い う 計 画 は ご ざ い ま せ ん 。 ま た 、 出 版 の 協 力 に つ い て も 、 仮 定 の 話 な の で 内 容 が

わ か ら な い た め 、 な ん と も 申 し よ う が ご ざ い ま せ ん 。  

 

9-9:「アマチュア無線活動の推進」に関し、ハム関連ソフトフェア問
題について(提案) 
所謂 「ア マチ ュ ア関 連ソ フト(以 下 、ハ ム 関連 ソフ ト)」 につ い て、 下記 を提 案 す

る。 

ハム関連 ソフトは、企業が 開発・販売する物 より個人やクラブ 局等の企業ではな

い団体で 開発・販売、若し くは無料頒布して いるケースが多く 見受けられる。 

その為、開発者が開 発自体を終了した 後や亡くなった後、そのまま 開発が止まり、

いずれ「 忘れられた遺産」 として残ってしま う問題を孕んでい る。 

それが特 に多くの人が使っ ているソフト、い わば「デファクト スタンダード」と
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なってい るのなら尚更であ る。 

いざ、と 言う時に後継者な りが決まっていた ら問題ないが、そ うではない場合、

幾ら素晴 らしいツールやソ フトでもいずれ廃 れて、誰も使わな くなり、最新の技

術に合わ ない、いわば「時 代遅れのツール」 となるのは考える 迄もない。 

開発者自 身がソースコード の資産継承を望ま れる場合、本連盟 側でツールの資産

継承を引 き受けたり、場合 によってはオープ ンソース化の支援 をする事により、

意欲のあ るソフト開発派ハ ムの手によってよ り⾧く、いつまで もツールが使える

ようにな ると考える。  

イメージ としては、Git や SVN 等のバー ジョン管理システ ム環境を構築し、会員

が自由に アクセス・開発を 行う事を想定して いる。 

 

図:git を使っ た場合のイメージ 図 

 

例えば GitHub で 1 つ何か プロジェクトを置 いておけば、機能 を追加する人が居

たり、あ るいは既存のプロ ジェクトから派生 させて新しいソフ トの開発をする人

が出現す る可能性が出て来 る。 

一方で、 ソフト開発の面で の「開発促進」の 面で言えば、何か のコンペを立案す

る事も 1 つの案にな り得るのではなか ろうか。 

(例:自作品コンテス トのソフトウェア 部門設立、等) 

そこで、 問題となるのは開 発メンバーの調達 である。 

開発メン バーはソースを公 開しておけば腕の ある人がソースを ダウンロードして

自前でコ ードを作成をする 事を想定している ので、テスター要 員を確保しておけ

ばある程 度対応出来る想定 である。 

Git の参 加条 件 とし て、操 作テ ストの 仕 様書や 操作 説 明書 の 作成を ルー ル化して

おく事に より、その内容に 従ってテストをす れば良い為、連盟 職員でも行えるの

では、と 考える。 

(※初期構築等、 どうしても専門性 が必要な場合のみ SES 要員 を受け入れる必要

が生じる 事を合わせて付け 加える) 

テストを パスした物だけを 自動的にリリース する事も可能なの で、こう言ったシ

ステムサ イクルを作ればハ ム関連ソフトの資 産継承や開発促進 が行えるのではな

いか。 

執行部の 見解如何。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ JARL が ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 管 理 を お こ な う と い う こ と に

つ い て イ メ ー ジ が わ き ま せ ん が 、現 状 で は 、JARL の 費 用 や 人 的 資 源 を そ こ に 充 て
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る こ と は 難 し い の で は と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 に 積 極 的 に 取 り 組 ん で く だ さ る 会 員 の 方 が い

ら っ し ゃ れ ば 、 JARL と し て も 応 援 し た い と 考 え ま す 。  

 

9-10:「アマチュア無線活動の推進」に関し、諸団体との交流について  

過去の総 会等でもかつて関 係があった団体と も疎遠になったと 言った指摘が出て

いるが、ガイ ドライン「アマチュア 無線の社会貢献活 動における活用」(特に同ガ

イドライ ンで定める、「も っぱら個人的な無 線技術の興味によ って行う総務大臣

が別に告 示する業務」の内 、「特定非営利活 動促進法第二条第 一項に定める特定

非営利活 動に該当する活動 その他の社会貢献 活動の為に行う業 務」)に関係すると

考えられ る団体を幾つか列 挙する。 

JARL は ア マチ ュ ア 無 線 の 振 興の 為 に 諸 団体 と の 交流 を 更 に 推し 進 め るべ き と考

えるが、 現況と見解をお伺 いする。 

対象とす る団体は下記であ る。 

・公益財 団法人日本無線協 会 

・一般財 団法人情報通信振 興会 

・国立研 究開発法人情報通 信研究機構 

・放送大 学学園 

・日本赤 十字社 

・社会福 祉法人全国社会福 祉協議会 

・公益財 団法人ボーイスカ ウト日本連盟 

・公益社 団法人ガールスカ ウト日本連盟 

・一般社 団法人 Youngsters on the Air Japan(YOTA Japan) 

・一般社 団法人日本協同組 合連携機構(JCA) 

・特定非 営利活動法人日本 防災士機構 

・特定非 営利活動法人日本 防災士会  

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 「 日 本 無 線 協 会 」 や 「 情 報 通 信 振 興 会 」 、 「 ボ ー イ ス カ

ウ ト 日 本 連 盟 」 な ど と 交 流 が あ り 、 今 後 も 他 団 体 と の 連 携 を 進 め て い き た い と 考

え ま す 。  

 

9-11:「会員増強と会員事業の推進」に関し、QSL カードビューロの地
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域分割について(提案) 
現行、国内ビュ ーロは島根県の 1 か所とな っているが、そこに集 中している事も

問題であ ると考える。 

そこで、 ビューロを地域毎 に分割し、各エリ ア単位ビューロと すれば島根ビュー

ロの負担 も減るのではない かと考える。 

人材募集 は、ボランティア 方式で地域クラブ に任せる、各々の 地域にある仕分け

事業を行 っている会社に委 託する、PFI 事 業を活用する、等 が考えられる。 

これらを 上手く活用する事 で、現在の「島根一極集中 」に よる QSL カードの遅配

もある程 度抑えられるので はないだろうか。  

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 分 散 し た 場 合 に は 各 施 設 の 人 員 や 備 品 等 も 必 要 に な り 、

一 カ 所 で 作 業 を 行 っ た 方 が 効 率 的 で あ る と 考 え ま す 。  
 

9-12:「会員増強と会員事業の推進」に関し、電子 QSL カードの活用
について(提案) 
紙の QSL カードビ ューロ分割案の一 方で、電子 QSL の活用も今 後の課題である

と考える 。 

現在では 、eQSL の他、「だれ でも QSL」や「hQSL」と言った Web を 使った QSL

交換シス テムが充実してい る。 

そこで、 これらのシステム を上手く活用する 手はないだろうか 。 

特に「hQSL」は登録に jarl.com の転送アド レスが必要となっ ており、これらを

JARL 会 員 のイ ン セ ン テ ィ ブ にす れ ば 、 会員 増 強 の案 に も な り得 る の では な いだ

ろうか。  

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 電 子 QSL 委 員 会 に お い て 、 「 hQSL」 を は じ め と し た 現

在 利 用 さ れ て い る 電 子 QSL に つ い て も 議 論 が な さ れ て い る よ う で す の で 、 ご 意

見 を 委 員 会 に 伝 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 確 か に 到 着 枚 数 は 落 ち 着 い て き た よ う で す が 、 カ ー ド 転 送 に 時 間

が か か っ て い る こ と は 否 定 で き ず 、 対 策 が 必 要 で す 。 会 員 へ の 呼 び か け 、 電 子 QSL

の 有 効 活 用 、 処 理 の 効 率 化 を 含 め た 総 合 的 な 対 策 を 検 討 す る た め に 、 本 年 7 月 の 第

68 回 理 事 会 で 「QSL 問 題 対 策 委 員 会 」 を 設 置 し た と こ ろ で す 。  
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9-13:「会員増強と会員事業の推進」に関し、JARL 会員局名録の住所
等掲載について  

本年は JARL 会員局名録の発 行年である。 

現在の JARL 会員局名録は 改めて葉書等で申 告をしないと住所 等が自動的に掲載

されてし まう状況となって おり、昨今の個人 情報の取扱いの時 勢にそぐわないと

言う指摘 が会員から挙がっ ている。 

そこで、 申し出が無い場合 にも総務省無線局 等情報検索で公開 されている情報と

同一に個 人局についてはコ ールサインと市区 町村迄の常置場所 の掲載とするべき

と考える 。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 会 員 局 名 録 の 掲 載 内 容 に つ い て は い ろ い ろ ご 意 見 を 頂 戴

し て お り ま す が 、 申 し 出 が な い 方 の 中 に は 、 住 所 を す べ て 掲 載 す る こ と を 前 提 と

し て 、 あ え て 何 も 申 し 出 を さ れ て い な い 方 も 中 に は い ら っ し ゃ る の で は と 考 え ま

す 。  

 

9-14:「会員増強と会員事業の推進」に関し、当連盟の物販について(提
案) 
当連盟の 物販について、現 在通販では郵便振 替でしか払い込み を行っていない。 

しかし、 購入するに当たっ て「ゆうちょダイ レクト」のアカウ ントを持っていな

い会員は 態々郵便局に出向 いて払い込みをし なければならない 等の不便さが生じ

ている。  

そこで、 「base」等の EC サイトにてショッ プを作成し、簡単 に購入出来る様利

便性向上 に努めるべきだと 考える。 

併せて、 会費を除く各種の 手数料等の払い込 みに関しても、郵 便振込や小為替に

限った入 金方式を見直して 、クレジットカー ドや口座振込に対 応して頂きたいと

の声があ る。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 販 売 品 に つ い て 品 目 や 注 文 数 も 少 な く 新 た な EC サ イ ト

の 展 開 は 現 在 考 え て お り ま せ ん 。 （ そ の 他 の 決 済 方 法 に つ い て は 手 数 料 や 送 金 件

数 等 勘 案 し 検 討 す る 必 要 が あ る か と 考 え ま す ）  

 

9-15:「会員増強と会員事業の推進」に関し、JARL の新規取次サービ
ス(終活サポート)の提案(提案) 
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JARL では現在 、傷 害補償、雷事故補償、ア ンテナ第三者賠償 責任の損害保険、及

びガ ン保 険(生 命保 険 )の取次 を行 っ てい る が、 更に 会員 サ ービ スと して 「終 活 サ

ポート」 サービスを委託連 携サービスとして 提供する事を提案 する。 

保険の販 売事業同様、専門 の委託会社を選定 し、希望する JARL 会員が契約し、

JARL は取次マ ージンを得て収益 を得る物とする。  

同様の形 態を取る類似の「 サポート」サービ スは大手電力会社 も近年提供を始め

た所であ り、検討する価値 が充分と考える。  

尚、「終活 サポート 」には遺 品整理等も 含ま れる場合があり 、物品の譲渡問題 等

も発生し 得る為、充分熟知 した委託会社及び 当連盟側としても 充分な検討を行い

トラブル の未然防止には細 心の注意を払う物 とする。 

更に、無線 機材等に ついては 専門外の人 物に は価値の認識・ 査定が難しい事も 充

分に考慮 しながら検討を進 める事とする。 

また、並 行して各会員等が 所有する無線機材 及び資料等のうち 、産業技術上で重

要な物が 発見された場合、JARL で一時保 管する等適切に対 応し、博物館等へ収蔵

出来る様 な仕組み作りも進 め、近現代の産業 史料が散逸せぬ様 取り組みを行う事

を求める 。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 保 険 商 品 を 会 員 専 用 と し て ご 提 供 し て い ま す が 、 会 員 の

ラ イ フ ス タ イ ル や ニ ー ズ あ っ た 会 員 専 用 の サ ー ビ ス に つ い て は 、 JARL と し て で

き る こ と は な い か 、 引 き 続 き 検 討 し て ま い り ま す 。  

 

■準備書面 91P  JA9EEH 松野 和夫. 

● その他事業関連（要望） 

社団局を持つ JARL 登録クラブへ送付している JARL NEWS をやめて、発行費・送

料分を社団局会費から減免して、登録クラブの負担を減らすことはできないか。 

登録クラブの会員は JARL NEWS を受け取っており無駄でありその分、減免して欲

しいとの要望がある。登録クラブは、各県支部の活動の根幹であり、是非検討し

て頂きたい。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 登 録 ク ラ ブ に 対 し て JARL NEWS の 発 送 は お こ な っ て お

り ま せ ん が 、 各 支 部 の 活 動 各 と 登 録 ク ラ ブ と の 連 携 に 協 力 し て ま い り た い と 考 え

ま す 。  
 

■準備書面 93P JH2DFJ 岩田 泰典 
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5.「令和４年度事業報告事項」に関する質問について 

（１）  アマチュア無線制度の改善（P.53-（2）-①・④） 

①総務省への対応について、内閣府の「アマチュア無線制度会

議」に出席せず、  昨年の社員総会では政府からは連絡が無か

ったとの回答であったが、アマチュア無線界からは、YOTAJAPAN

事務局が招聘されて提出された案が原案になっている。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ JARL NEWS 春 号 に 総 務 省 移 動 通 信 課 様 が 、 今 回

の ワ イ ヤ レ ス 人 材 育 成 の た め の ア マ チ ュ ア 無 線 の 活 用 等 に 係 る 制 度 改 正 に つ

い て の 記 事 を 掲 載 し て い た だ き 、 こ れ ま で の 経 緯 に つ い て 説 明 さ れ て お り ま

す が 、「 令 和 2 年 12 月 に  行 わ れ た 「 デ ジ タ ル 変 革 時 代 の 電 波 政 策 懇 談 会

※ 」 の 検  討 課 題 に 関 す る 意 見 募 集 に 「 技 術 者 の 人 材 育 成 や 無 線  技 術 の 実

験 ・ 研 究 開 発 の 促 進 を 見 据 え た ア マ チ ュ ア 無  線 の 制 度 緩 和 が 必 要 」 と の 御

意 見 を い た だ い た こ と を  き っ か け に 議 論 ， 検 討 が 始 ま っ た 。」 も の と 考 え て

お り ま す 。  

 

②P54.④項で免許手続きの一層の簡素化、国際的なアマチュア無

線との整合等について総務省に要請したとあるが、LOW バンドの

FT8問題含め、その根拠を明らかにされたい。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 令 和 ５ 年 ３ 月 22日 に 制 度 改 正 が 行 わ れ 、 そ れ

に と も な い 免 許 手 続 き の 簡 素 化 が 進 ん で は い ま す が 、 よ り 一 層 の 簡 素

化 、 合 理 化 が 進 む よ う に 要 請 し て い ま す 。  

 

（２）  ガイダンス局の運用（P.55-3－⑤） 

① 関東、四国、九州、信越管内では、なぜ総合通信局の電波規

正局との合同活動ができなかったのか。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 各 総 通 局 の ご 理 解 ・ ご 協 力 や ス ケ ジ ュ ー ル 等 の

問 題 が あ り 、 一 部 の 地 方 で は 規 制 局 と の 合 同 運 用 の 実 現 が で き て い な い

と こ ろ も あ り ま す が 、 今 後 、 よ り 一 層 の 連 携 を 各 総 通 局 と は か っ て い き

た い と 考 え て い ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 少 な く と も 四 国 管 内 で は 、 ガ イ ダ ン ス 局 と 電 波 規 制 局

の 合 同 運 用 は 行 っ て い ま す 。  
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② あまちゅあ ガイダンス局の設備の更改展望はどうなっているの

か明らかにされたい。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 新 規 ガ イ ダ ン ス 局 の 導 入 に 向 け て 準 備 を 進 め て

い る と こ ろ で す 。  

 

（３）  QSL・SWL カードの転送（P.56-（3）） 

① 入会して１年経過してもカードが届いていないというコメントが

SNS 等でたくさん発生している。私あて分でも、最短８ケ月を要

している。JARL web からも状況は見えるが実際はそれ以上に

日数がかかっている。 

② カードが大量に滞留していると思われるが、具体的対策を考え

ているのか。 

③ コンテスト時の重複発行の自粛呼びかけ等はしているのか。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ コ ロ ナ 感 染 拡 大 に よ る 在 宅 が 減 少 し 、 ま
た 、 FT8 等 に よ る 急 速 な 狭 帯 域 デ ジ タ ル 通 信 の 普 及 に つ い て も 落
ち 着 い て き て い る こ と で す 。 処 理 能 力 の 増 強 に つ い て は コ ロ ナ 感
染 拡 大 も ５ 類 へ 移 行 し た こ と か ら 、 そ の 準 備 を 積 極 的 に 進 め て い
る と こ ろ で す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 確 か に 到 着 枚 数 は 落 ち 着 い て き た よ う で す が 、 カ ー ド

転 送 に 時 間 が か か っ て い る こ と は 否 定 で き ず 、 対 策 が 必 要 で す 。 会 員 へ

の 呼 び か け 、 電 子 QSL の 有 効 活 用 、 処 理 の 効 率 化 を 含 め た 総 合 的 な 対

策 を 検 討 す る た め に 、 本 年 7 月 の 第 68 回 理 事 会 で 「 QSL 問 題 対 策 委 員

会 」 を 設 置 し た と こ ろ で す 。  

 

6.「令和 5 年度事業計画事項」に関する質問について 

（１）  アマチュア無線活動の推進（P.92-2-（2）） 

① New Year Party 等の副賞やノベルティを出すコンテストやイベ

ント等において、公正・公平を維持する観点から、今後当選者

を公開することに変更されたい。個人情報等を公開されたくない

参加者はその旨を明記して抽選会から除外扱いするなどの措

置を講ずるべきと考えます。 
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ノ ベ ル テ ィ の 抽 選 方 法 に つ い て は 、 ど の
よ う な 方 法 が 良 い の か 検 討 し た い と 考 え ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ ノ ベ ル テ ィ の 配 布 や プ レ ゼ ン ト 企 画 に つ い て は
様 々 な 意 見 が あ り 、 検 討 が 必 要 か と 思 い ま す 。  

 

（２）  アマチュア衛星など宇宙通信の促進のため、予算を切り崩すこ

となく、今後の小型衛星開発に向けて日本アマチュア衛星通信

協会（JAMSAT）、WAKAMONO たちが開発研究している大学関

連組織等と連携し、技術や情報提供に協力していく仕組み「（仮

称）アマチュア衛星開発支援プロジェクト」を作られたい。 

（Ｐ．92-2-（4）・（5）・（6）） 

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ JARL で は 、 ア マ チ ュ ア 衛 星 の 開 発 段 階 で
大 学 等 が 製 作 し 打 ち 上 げ る 衛 星 の IARU 国 際 周 波 数 調 整 申 請 書 の 作
成 支 援 を 行 っ て お り 、 そ の 過 程 に お い て 技 術 及 び 国 際 調 整 手 続 き の
指 導 を 行 っ て お り 、 新 た な 枠 組 み を 作 る 必 要 は な い と 考 え ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 新 た な 枠 組 み に つ い て は 、 衛 星 関 係 者 か ら ご 要 望
が あ れ ば 検 討 し た い と 思 い ま す 。  
 

（３）  アマチュア無線の制度改善、ローバンドの拡大、IoT 人材育成、

更なる免許手続き・検査制度の在り方の簡略化等総務省に対

する要望の具現化に向けて、アマチュア無線に対して理解ある

学識経験者等を含め、新たに「JARL 法務委員会」を設置され

たい。 

（Ｐ．92-2-（7）・（10）・（１４）・（15）・（16）） 

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 理 事 会 で 創 設 に つ い て 一 度 否 決 さ れ て お
り ま す が 、今 後 、必 要 に 応 じ 創 設 に つ い て 検 討 さ れ る と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 追 加 回 答 ＞ 法 務 委 員 会 の 設 置 に つ い て は 、 前 向 き に 検 討 し て

お り ま す 。  

 
 

（４）  国際協力の推進（Ｐ．94-7-（5）） 
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①  諸外国のアマチュア無線有資格者の来日時、相互認証（レシ

プロ）対象外の有資格者に対しても、ゲスト運用ではなく、正規

に運用できるような仕組みづくりをされたい。 

② 具体的には、前（3）項の「JARL 法務委員会」で検討されたい。 

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 我 が 国 の 電 波 法 で は 体 験 運 用 の よ う な 特 別
な 場 合 を 除 き 、 ア マ チ ュ ア 無 線 の 運 用 に は 所 定 の 無 線 従 事 者 資 格
（ 相 互 認 証 を 含 む ） と ア マ チ ュ ア 無 線 局 免 許 の 取 得 が 求 め ら れ ま
す 。  
こ こ で お っ し ゃ る 、 相 互 認 証 対 象 外 の 有 資 格 者 は 、 わ が 国 に お い て
は 無 資 格 者 で あ り 、 ゲ ス ト 運 用 を 含 め て ア マ チ ュ ア 無 線 の 運 用 は で
き ま せ ん 。 お っ し ゃ る よ う な 仕 組 み づ く り は 電 波 法 の 根 幹 に 係 る も
の で あ り 、 実 現 で き な い も の と 考 え ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 前 述 の 法 務 委 員 会 が 設 置 さ れ れ ば 、何 か 方 策 は な
い か 、 ぜ ひ 検 討 を お 願 い し た い と 考 え ま す 。  

 

■準備書面 97P JL8LGW 船水 明  

５．その他 

 

（ １ ）  広 域 ハ ム イ ベ ン ト の 日 程 重 複 の 件 に つ い て  （ 質 問 ）   ＜ 令 和 5 年

度 事 業 計 画 1.(1)＞ 

今 年 の「 東 海 ハ ム の 祭 典 」と「 北 海 道 ハ ム フ ェ ア 」は 同 日 開 催 と な
っ て い ま す 。 

こ の よ う な 大 き な イ ベ ン ト の 開 催 日 程 に つ い て は 理 事 会 で 事 前 に
調 整 を 行 う な ど し て い な い の は ど う し て か お 答 え く だ さ い 。 

 

私 が 東 海 に 参 加 し た か っ た の と 同 じ よ う に 、東 海 の ス タ ッ フ に も 北
海 道 に 参 加 を 考 え 

て い る 人 も 居 た こ と と 思 い ま す 。来 年 以 降 は こ の よ う な こ と が 無 い
よ う に お 願 い し ま す 。 

今 回 は 何 か し ら の コ ラ ボ レ ー シ ョ ン 企 画 が あ る と の こ と な の で そ
ち ら を 楽 し み に す る こ と に し ま す 。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 開 催 日 の か な り 前 か ら 会 場 を 予 約 す る 必 要 が あ

る こ と や 、 会 場 の 空 き 状 況 な ど に よ り 日 程 が 限 ら れ て く る な ど 制 約 が あ
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り ま す が 、 で き る だ け 情 報 を 共 有 し 事 前 調 整 を お こ な え る よ う に し た い

と 考 え ま す 。  

 

（ ２ ）  ５ Ｍ Ｈ ｚ 帯 の 開 放 に つ い て  （ 質 問 ） ＜ 令 和 5 年 度 事 業 計 画

2.(10)＞ 

諸 外 国 で 認 め ら れ て い る ５ Ｍ Ｈ ｚ 帯 に つ い て は 開 放 を 切 望 い た し
ま す 。 

現 在 連 盟 と し て 開 放 に む け て ど の よ う な 活 動 を し て い る の か お 答
え く だ さ い 。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 今 回 の 制 度 改 正 を し て い た だ く 中 で 、 総 務 省 へ

は HF 帯 の 継 続 し た 周 波 数 の 割 り 当 て や 新 た に 新 規 分 配 可 能 な 周 波 数 に

つ い て の 検 討 も お 願 い し て き て お り ま す が 、 残 念 で す が 今 回 の 改 正 に そ

れ ら は 盛 り 込 ま れ て お り ま せ ん が 、 引 き 続 き 、 お 願 い を し て い き た い と

考 え て お り ま す 。  

 

（ ３ ）  ハ ム フ ェ ア の 出 展 料 の 件 に つ い て  （ 質 問 ） 

今 年 の ハ ム フ ェ ア の 純 粋 展 示 の み 出 展 料 が 大 幅 に 値 上 げ さ れ ま し
た 。こ れ に よ り 出 展 を あ き ら め た り 、規 模 を 縮 小 す る 出 展 者 も 出 て
お り ハ ム フ ェ ア の 盛 り 上 が り に 水 を 差 す 結 果 に な っ て い る と 思 わ
れ ま す 。純 粋 な Ｐ Ｒ 目 的 の 出 展 料 の み を 対 象 と し た 値 上 げ を し た 理
由 を 明 確 に お 答 え く だ さ い 。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ハ ム フ ェ ア の イ ベ ン ト 全 体 の 収 支 が 約 800 万 円

の 赤 字 と な っ て お り 、 今 年 の ハ ム フ ェ ア を 開 催 し た 場 合 、 人 件 費 や 物 品

等 の 大 幅 な 高 騰 と な っ て お り 、 昨 年 に 比 べ て も 収 支 改 善 が 難 し い こ と か

ら 、 こ れ ま で 、 ク ラ ブ （ 一 般 ） ブ ー ス の 半 額 と し て お り ま し た 、 ク ラ ブ

（ 純 粋 ） ブ ー ス に つ い て 、 8 割 の ご 負 担 を い た だ く こ と と さ せ て い た だ

き 、 少 し で も 収 支 バ ラ ン ス の 改 善 に つ な げ た い と 考 え て お り ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ ハ ム フ ェ ア の 様 々 な あ り か た に つ い て は 、 ハ ム フ ェ ア

実 行 委 員 会 （ 澤 田 委 員 ⾧ ） に 抜 本 的 な 検 討 を お 願 い し た と こ ろ で す 。  

 
（ ４ ）  各 社 員 の 委 員 会 等 へ の 参 加 に つ い て  （ 意 見 ） 

地 方 本 部 区 域 毎 選 出 社 員 に つ い て は 何 ら か の 委 員 会 に 参 加 す る よ
う な 組 織 造 り を し て は ど う で し ょ う か 。現 在 の 枠 に 捕 ら わ れ ず 新 し
い 委 員 会 の 設 置 も 促 進 し て 欲 し い で す 。 

ご 検 討 く だ さ い 。 
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（ 下 記 に 回 答 ）  

 

（ ５ ）  社 員 懇 談 会 の 定 期 開 催 に つ い て  （ 意 見 ） 

全 国 の 社 員 が 集 ま り 意 見 交 換 す る 場 や 執 行 部 と 社 員 が 会 話 で き る
機 会 の 設 定 、 さ ら に は 社 員 が 興 味 の あ る 委 員 会 へ オ ブ ザ ー バ ー と
し て 参 加 す る 機 会 の 設 定 を 望 み ま す 。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞(4)(5) 

委 員 会 に つ い て は そ の 検 討 課 題 に 適 し た 方 が 選 定 さ れ 取 り 組 ん で い た だ

い て お り ま す が 、 社 員 の 方 で 委 員 と な っ て い る 方 も い ら っ し ゃ い ま す 。

ま た 、 意 見 交 換 に つ い て は こ の 社 員 総 会 が そ の 場 で あ る と 考 え て お り

す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 社 員 の 間 で 意 見 交 換 ・ 情 報 交 換 を し て い た だ く た め

に 、 社 員 メ ー リ ン グ リ ス ト を 作 り ま し た 。 オ ン ラ イ ン 懇 談 会 等 も で き れ

ば い い と 思 い ま す 。  
 

■準備書面 101P JI1XKH 増田 浩  

その他要望と質問  

（１） バンドプランについて （事業報告P.54~55（１）関連質問）  

本年9月に官報で公示される予定のバンドプランでは、現在の拘束力がなくなると危惧します。

既にその内容は確認できるので周波数委員会、コンテスト委員会など関係する委員会で調整

の上、公示日を待つことなく今まで以上に積極的なPRが必要と思います。また、会員だけでな

く国内アマチュア局に対し日本を代表するJARLとして、IARUルールとのバランスを考えたプラン

で、どのような手段でいつから情報提供を行う予定でいるか伺いたい。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 先 日 、 理 事 会 で 承 認 さ れ た も の を 図 解 し た も の で 、

近 日 、 公 開 さ せ て い た だ く 。 9月 25日 か ら の 施 行 の た め 誤 解 を 招 か な い よ う

に 対 応 し て い き た い 。  

 

＜森田会⾧回答＞今後、バンド内の使われ方について、広くアマチュ
ア無線家のご意見を集約しながら、初心者にもわかりやすいガイドブ
ック的なものの作成を目指したいと考えております。  

 

（２）ＱＳＬカードの転送にかかる時間について （事業報告P.56（３）関連質問）  

ＪＡＲＬ会員である事のメリットで一番に上がるカード転送サービスですが、現在最短でも１

０か月ほどかかっています。新入会員あてのカードは、早くても１０か月は届かないことになりま
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す。ビューローに会員からカードが届いてから、転送されるまでの流れを以下の項目を加味してご

説明ください。  

１） ビューローにカードが届いて、送付者が会員であることの確認はどのタイミングで行われるの

か? 届いた時点か、転送（仕分け）作業に入った時点か?  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 送 付 さ れ た 方 の 会 員 チ ェ ッ ク は 到 着 時 に 行 っ て い

る 。  

 

２） もしビューローに届いた時点では送付者受領者とも会員であったが、転送作業時点では

非会員になっている会員のカードは転送されるのか?  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 転 送 作 業 が 終 了 し て 発 送 時 点 で 非 会 員 の 場 合 に は 転

送 す る こ と が で き ま せ ん 。  

 

３） 上記、どちらもビューローに届いた時点で確認されるべきと考えるが、大量に滞留している

中では困難と考えるが、実態としてどうか?  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ QSLカ ー ド の 到 着 時 点 で の 発 送 は 作 業 も 複 雑 と な

り 、 シ ス テ ム も 大 幅 な 改 修 が 必 要 と な る こ と か ら 難 し い と 考 え ま す 。  

 

（３）初心者支援と各種問い合わせ窓口について （事業計画P.92関連質問）  

カムバックハムは過去の知識や経験値がありますが、小中高校生や大人でも、初めて体験する

アマチュア無線運用方法などをガイドする仕組みが足りないように感じます。興味をもって始めた

アマチュア無線を、一過性のものにしないようにＪＡＲＬとして支援する仕組みが必要ではない

でしょうか?  

また、初心者に限らず技術面、電波法の解釈、免許手続きなどアマチュア無線を行う上で総

務省に確認が必要な様々な問い合わせを一旦JARLで受け、相談に対応頂ける旧技術研

究所のような組織も必要と思います。組織としてご検討いただきたい。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 昨 年 、 ニ ュ ー カ マ ー セ ミ ナ ー を 開 講 い た し ま し た

が 、 こ う し た ビ ギ ナ ー に 向 け た フ ォ ロ ー ア ッ プ を 継 続 的 に お こ な っ て い く 上

で の 課 題 の 解 決 が 必 要 と 考 え ま す 。 相 談 窓 口 つ い て も そ う で す が 、 人 員 や 費

用 が 限 ら れ た 中 で い か に 継 続 的 に お こ な っ て い く か 検 討 が 必 要 と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ こ の 度 新 設 さ れ た 「 体 験 運 用 推 進 ・ ニ ュ ー カ マ ー 支 援 委 員
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会 」 で さ ら な る 積 極 的 な 施 策 を 検 討 す る よ う お 願 い し ま し た 。  
 

■準備書面 107P JL1HHN 安田 晃央 

若 年 層 ・ ニ ュ ー カ マ ー 局 増 強 へ の 提 案  

若 い 人 た ち の ア マ チ ュ ア 無 線 に 対 す る 関 心 が 薄 れ 、 ハ ム 人 口 の 減 少 と と も に ハ ム

の 年 齢 構 成 が 高 齢 化 し て い ま す 。 若 年 層 増 強 へ JARL も 様 々 な 対 策 を と っ て い ま

す 。  

若 年 層 の ハ ム 人 口 が 増 え な い 一 つ の 原 因 と し て 、 ア マ チ ュ ア バ ン ド の 無 線 運 用 環

境 が ニ ュ ー カ マ ー 局 が 使 い に く い 状 況 に な っ て い る こ と も あ る の で は な い で し ょ

う か 。  

ニ ュ ー カ マ ー 局 が ア マ チ ュ ア 無 線 を 始 め る バ ン ド は 、 U/VHF が 多 い か と お も い

ま す 。 こ の バ ン ド で 行 わ れ て い る 交 信 を 傍 受 す る と 、 あ た か も 業 務 無 線 バ ン ド の

様 相 を 呈 し て い ま す 。こ の よ う な 交 信 の 中 に ニ ュ ー カ マ ー 局 が CQ 呼 出 を し た り 、

交 信 を 呼 び か け る の は 難 し い で し ょ う 。  

バ ン ド プ ラ ン の 逸 脱 や 目 的 外 通 信 、ア ナ ロ グ レ ピ ー タ・D-Star レ ピ ー タ の ダ ウ ン

リ ン ク 周 波 数 に お い て で さ え 業 務 無 線 も ど き の 交 信 が 行 わ れ て い ま す 。 こ の 電 波

環 境 で は 、 ニ ュ ー カ マ ー 局 は 交 信 意 欲 を 失 い ま す 。 若 年 層 ・ ニ ュ ー カ マ ー 局 が 物

お じ せ ず に 無 線 を 楽 し め る 環 境 を 整 え る こ と も 若 年 層 の 増 加 に 寄 与 す る と 思 い ま

す 。  

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ニ ュ ー カ マ ー の 皆 様 に と っ て 、 ア マ チ ュ ア 無 線 を 楽 し ん

で い た だ け る 環 境 づ く り が 大 切 で あ る こ と は 理 解 し て お り 、 難 し い 面 は ご ざ い ま

す が 、 何 か 方 策 は な い か 検 討 し て い き た い と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ こ の 度 新 設 さ れ た 「 体 験 運 用 推 進 ・ ニ ュ ー カ マ ー 支 援 委 員 会 」

で さ ら な る 積 極 的 な 施 策 を 検 討 す る よ う お 願 い し ま し た 。  

 
質 問  

2023 年 1 月 に 総 務 省 総 合 通 信 基 盤 局 が 「 ア マ チ ュ ア 無 線 は 仕 事 に 使 え ま せ ん ！ 」

の 内 容 で ア マ チ ュ ア 局 に ハ ガ キ を 送 付 し 、 電 波 環 境 改 善 策 を 実 施 ま し た 。  

こ れ に 追 従 し て JARL は 電 波 環 境 改 善 策 を と り ま し た か 。 具 体 的 に お 知 ら せ く だ

さ い 。  

今 後 JARL と し て 、 総 通 が と っ た 電 波 環 境 改 善 策 を さ ら に 推 進 す る 用 意 は あ り ま

す か 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 総 務 省 と 協 力 し て 、 リ ー フ レ ッ ト 「 ア マ チ ュ ア 無 線 は 仕

事 に 使 え ま せ ん ！ 」を JARL NEWS に 掲 載 し て PR す る ほ か 、各 地 方 本 部 や 支 部
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に 配 布 し て 、 イ ベ ン ト 等 で の Ｐ Ｒ に 協 力 を い た だ い て い ま す 。  

ま た 、 今 後 に つ い て も 、 総 務 省 と 協 力 し て 、 こ れ ら に つ い て は PR し て い き た い

と 考 え ま す 。  
 

関 連 し て 提 案  

JARL が 免 許 人 で あ る 各 リ ピ ー タ で「 ア マ チ ュ ア 無 線 は 仕 事 に 使 え ま せ ん ！ 」の よ

う な 注 意 喚 起 の 音 声 メ ッ セ ー ジ を 毎 定 時 あ る い は 一 定 時 間 隔 で ア ナ ウ ン ス し 、 業

務 無 線 も ど き の 運 用 は ア マ チ ュ ア 無 線 で は 違 法 で あ る こ と を 周 知 し て く だ さ い 。  

ニ ュ ー カ マ ー 局 が 物 お じ せ ず に QRV で き る よ う 電 波 環 境 の 改 善 を し て く だ さ い 。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ レ ピ ー タ 局 で は 、「 レ ピ ー タ 局 の 円 滑 な 運 用 を 図 る た め

の 使 用 上 の 注 意 」 を 1 分 以 内 に 送 信 す る こ と は 可 能 で す が 、 現 状 で は 、 全 国 す べ

て の レ ピ ー タ で ご 指 摘 い た だ い た メ ッ セ ー ジ を 送 出 す る 必 要 は な い も の と 考 え ま

す 。 各 局 の 状 況 に あ わ せ て 対 応 し て い た だ け れ ば と 考 え ま す 。 な お 、 こ れ ら の メ

ッ セ ー ジ を 送 出 す る 場 合 に は 、 事 前 に 送 出 内 容 と 送 信 時 刻 を ワ イ ヤ レ ス ネ ッ ト ワ

ー ク 委 員 会 に 届 け 出 て く だ さ い 。  

 

提 案 と 要 請  

ア マ チ ュ ア 無 線 の 社 会 貢 献 活 動 で の 活 用  

災 害 時 に は ア マ チ ュ ア 無 線 が 重 要 な 役 割 を 果 た す こ と が 期 待 さ れ 、 災 害 発 生 の 際

に ア マ チ ュ ア 無 線 は 通 信 手 段 と し て 有 力 で す 。 国 内 外 を 問 わ ず 、 災 害 発 生 時 に は

直 ち に 各 バ ン ド に 設 定 さ れ て い る 非 常 通 信 周 波 数 を 空 け る よ う そ の 都 度 JARL ホ

ー ム ペ ー ジ に バ ナ ー 提 示 し て く だ さ い 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 災 害 時 の 非 常 通 信 周 波 数 に 関 す る 注 意 喚 起 の 周 知 に つ い

て は 、 発 生 時 か ら で き る だ け 早 く Ｗ ｅ ｂ 等 で 周 知 し て ま い り ま す 。  

 

■準備書面 109P  JR6IKD 中嶋 邦浩 

 ４ ． 報 告 事 項  (3)令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 【 要 望 】  

P91「 ワ イ ヤ レ ス 人 材 育 成 の た め の ア マ チ ュ ア 無 線 の 活 用 等 に 係 る 制 度 改

定 」 で 次 回 の 官 報 で バ ン ド プ ラ ン の 変 更 等 が 行 わ れ る 予 定 だ が JARL は

事 前 に 変 更 部 分 に つ い て ど の 様 な 対 応 策 を 検 討 し て い る か 教 え て 頂 き

た い 。 バ ン ド プ ラ ン 変 更 案 は 既 に 作 成 済 か 、 ま た 作 成 済 で 有 れ ば コ ン テ

ス ト 使 用 周 波 数 区 分 に つ い て も 変 更 が 必 要 と な る こ と に も な る の で 次

回 の 官 報 が 出 さ れ る と 同 時 に 周 知 を 行 わ な い と 様 々 な コ ン テ ス ト に 間
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に 合 わ な い た め JARL 内 で 事 前 に 検 討 を 行 っ て 頂 き た い 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 先 日 、理 事 会 で 承 認 さ れ た も の を 図 解 し た も の で 、

近 日 、 公 開 さ せ て い た だ く 。 9 月 25 日 か ら の 施 行 の た め 誤 解 を 招 か な い

よ う に 対 応 し て い き た い 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 今 後 、バ ン ド 内 の 使 わ れ 方 に つ い て 、広 く ア マ チ ュ ア 無

線 家 の ご 意 見 を 集 約 し な が ら 、初 心 者 に も わ か り や す い ガ イ ド ブ ッ ク 的 な

も の の 作 成 を 目 指 し た い と 考 え て お り ま す 。  
 

■準備書面 111P  JH4PHW 坂井 志郎 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 総 務 省 で は 、 ARISSス ク ー ル コ ン タ ク ト に つ い て も 、 体

験 運 用 に つ い て も 第 三 者 通 信 に 該 当 し な い と 判 断 さ れ て お り 、 今 回 の 改 正 に 至 っ

て い ま す 。  

他 の 国 や 地 域 の 主 管 庁 が こ れ ら を 第 三 者 通 信 と 判 断 さ れ た こ と が 明 確 に 申 し 出 の

あ っ た 場 合 、 対 応 す る こ と に な る も の と 考 え ま す 。  
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 各 総 通 局 の ご 理 解 ・ ご 協 力 や ス ケ ジ ュ ー ル 等 の 問 題 が あ

り 、 一 部 の 地 方 で は 規 制 局 と の 合 同 運 用 の 実 現 が で き て い な い と こ ろ も あ り ま す

が 、 今 後 、 よ り 一 層 の 連 携 を 各 総 通 局 と は か っ て い き た い と 考 え て い ま す 。  

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 正 員 ・ 社 団 ・ 家 族 ・ 准 員 を 合 わ せ た 数 と な り ま す
が 、 過 去 ５ 年 の 入 退 会 者 数 は 、  
平 成 30年 度 ： 入 会  3,211 退 会  3,798 
令 和 元 年 度 ： 入 会  3,454 退 会  3,608 
令 和  2年 度 ： 入 会  3,957 退 会  3,383 
令 和  3年 度 ： 入 会  3,830 退 会  3,542 
令 和  4年 度 ： 入 会  3,407 退 会  3,565 
 
非 会 員 あ て の QSLカ ー ド で 入 会 の 案 内 は 、 令 和 4年 度 で 58件 の 入 会 案 内 を
行 い 、 4件 の 入 会 を い た だ い た 。  
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 電 子 QSLに つ い て は 、 委 員 会 に お い て 「 hQSL」
を は じ め 現 在 の 電 子 QSLの 動 向 等 を 踏 ま え た 上 で 、 JARLの 会 員 サ ー ビ ス と
し て 取 り 組 む べ き 電 子 QSLの 姿 を 幅 広 い 観 点 か ら 検 討 し て お り ま す 。  

＜森田会長回答＞確かに到着枚数は落ち着いてきたようですが、カード転送に時

間がかかっていることは否定できず、対策が必要です。会員への呼びかけ、電子

QSL の有効活用、処理の効率化を含めた総合的な対策を検討するために、本年 7

月の第 68 回理事会で「QSL 問題対策委員会」を設置したところです。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 電 子 QSLに つ い て は 、 令 和 5年 度 の 中 に つ い て は
予 算 を 設 け て お り ま せ ん 。  
 

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 自 作 し た 無 線 機 に つ い て 、 JARD様 で の 基 本 保 証
で 申 請 す る 場 合 に は 6つ 区 分 で の  測 定 の 必 要 は な い も の と 思 わ れ ま す 。
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詳 細 に つ い て は JARD様 へ 問 い 合 わ せ を お 願 い し ま す 。  

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 新 規 ガ イ ダ ン ス 局 の 導 入 に 向 け て 準 備 を 進 め て い る と

こ ろ で す 。  

JARL本 部 へ の ガ イ ダ ン ス 局 の 導 入 に つ い て は 、 周 り に 高 い ビ ル も あ り ロ ケ ー シ

ョ ン 的 に あ ま り よ く な い と 考 え ま す が 、 検 討 を し て み ま す 。  
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム （ LED） か ら ノ イ ズ の 対 応 に つ き

ま し て は 、 現 状 、 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム が 起 因 す る ノ イ ズ を 取 り 締 ま る こ と の で き

る 法 律 は な く 、 業 界 団 体 に よ る 自 主 規 制 に よ る も の の み と な っ て お り ま す 。  

他 方 、 こ の ノ イ ズ に つ い て は 、 世 界 的 に も 把 握 さ れ て お り 国 際 無 線 障 害 特 別 委 員

会 （ CISPR） に お い て 、 そ の 規 制 値 の 検 討 が 進 め ら れ て い る と こ と で す が 、 こ の

規 制 値 が 確 定 後 に 国 内 に お い て も そ の 規 制 値 が 決 定 さ れ る も の と 考 え て お り ま

す 。  

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ こ れ ら の WPTシ ス テ ム に つ い て は 、 総 務 省 の 情
報 通 信 審 議 会 情 報 通 信 技 術 分 科 会 に ワ イ ヤ レ ス 電 力 伝 送 作 業 班 が 構 成 さ れ
て お り 、 当 連 盟 か ら は 電 磁 環 境 委 員 会 の JO1VVT幸 島 委 員 に 対 応 い た だ い
て お り ま す 。 特 に 現 在 の と こ ろ 啓 蒙 活 動 に つ い て は 考 え て お り ま せ ん が 、
電 磁 環 境 委 員 会 で 注 視 し て い き た い と 考 え て お り ま す 。  

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 総 務 省 の 情 報 通 信 審 議 会 技 術 分 科 会 に 陸 上 無 線 通 信 委 員

会 の 小 電 力 シ ス テ ム 作 業 班 の 下 に ア ド ホ ッ ク グ ル ー プ を 設 置 す る 予 定 で 検 討 が 進

ん で い ま す 。 JARLか ら も 同 ア ド ホ ッ ク グ ル ー プ に 参 画 す る 予 定 で す 。  
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 非 会 員 へ の カ ー ド 送 付 を 減 ら す 方 策 に つ い て 、 ご
意 見 を 参 考 に 検 討 し て ま い り ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 「 QSL問 題 対 策 委 員 会 」 に 総 合 的 な 検 討 を 依 頼 し ま す 。  

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 現 在 の と こ ろ 検 討 し て お り ま せ ん  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 日 本 語 で の ス ク ー ル コ ン タ ク ト も チ ャ ン ス が あ れ ば 行 わ れ て い

ま す 。 基 金 の 使 い 途 に つ い て は 見 直 し が 必 要 か も し れ ま せ ん 。  

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ご 提 案 に つ い て は 、 今 後 、 検 討 し て ま い り ま す 。  
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 当 連 盟 か ら 意 見 の 提 出 は 行 っ て お り ま せ ん 。  

■準備書面 117P JG1RNL 比嘉 隆太 

【 2】令 和 4 年 度 事 業 報 告 、令 和 5 年 度 収 支 予 算 及 び 令 和 5 年 度 事 業 計 画 に
つ い て  
（ １ ） 地 方 本 部 及 び 支 部 役 員 の コ ン プ ラ イ ア ン ス 認 識 の 向 上 に つ い て 提 案  

 支 部 名 の 名 言 は 避 け る が 、複 数 の 支 部 に お い て 、監 査 指 導 委 員 、運 営 委 員 が SNS、

ブ ロ グ 等 に お い て 不 適 切 な 投 稿 を 目 に す る こ と が あ る 。  

 例 え ば 、 次 の よ う な 内 容 で あ る 。  

 本 来 、先 輩 無 線 家 と し て 適 切 な 助 言 す る は ず の 監 査 指 導 委 員 が 、技 術 的 に

い い 加 減 な 情 報 を 書 き 込 む と い っ た も の が あ る 。  

 役 員 が 自 身 の ブ ロ グ に 連 盟 の 憶 測 に よ る 誹 謗 中 傷 を 書 く と い っ た 行 為 を

目 に す る 。  

 先 輩 役 員 が 後 輩 役 員 を 恫 喝 、叩 く と い っ た パ ワ ー ハ ラ ス メ ン ト 行 為 が あ っ

た と 耳 に す る 。  

こ れ ら は 、 当 該 地 方 本 部 、 支 部 だ け で な く 、 連 盟 全 体 の 信 用 を 失 す る 行 為 と 言

わ ざ る を 得 な い で す 。  

地 方 本 部 ⾧ 、 支 部 ⾧ は 但 し 書 き 事 項 に よ る 例 外 を 除 き 、 原 則 的 に ⾧ が 会 員 に よ

る 選 挙 で 選 ば れ て い る 事 も あ り 、 高 い 自 治 権 を 有 し て い る が 、 一 般 会 員 か ら 見 れ

ば 、JARL が 問 題 を 起 こ し て い る と 見 ら れ て し ま い ま す 。そ の よ う な 事 が 無 い よ う

に 本 部 と し て も 何 か 本 部 ⾧ 、 支 部 ⾧ へ 研 修 な ど を し て は い か が で し ょ う か 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 個 別 の 研 修 等 に つ い て は 現 在 の と こ ろ 考 え て お り ま せ ん

が 、 ネ ッ ト 上 で の 情 報 発 信 に つ い て は 慎 重 に お こ な う よ う 、 注 意 喚 起 に 努 め て ま

い り ま す 。  
 

（ ２ ） QSL カ ー ド の 転 送 状 況 に つ い て  

 特 に 最 近 入 会 し た 方 と 思 わ れ る Ｑ Ｓ Ｌ カ ー ド の 到 着 が 1 年 以 上 か か る と い う Ｓ

Ｎ Ｓ の 書 き 込 み が 散 見 さ れ ま す 。 ま た 、 中 に は 誠 に 残 念 な こ と に そ れ が 理 由 で 更

新 を し な い と い う 書 き 込 み も あ り ま す 。  

な お 、QSL カ ー ド の 転 送 は 、交 信 相 手 が ビ ュ ー ロ ー へ 発 送 す る タ イ ム ラ グ が あ

る 事 、 ま た 交 信 数 に よ っ て も 大 き く 状 況 が 変 わ る も の で す 。  

 そ れ を 踏 ま え て 、 現 在 の ビ ュ ー ロ ー の 転 送 に 係 る 時 間 は ど れ く ら い な の か 。 ま

た 、 遅 延 は 2020 年 か ら の コ ロ ナ 対 策 に よ る も の が 原 因 と し て い る が 、 新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル ス が 5 類 へ 移 行 し 、 正 常 な 生 活 に 戻 り つ つ あ る い ま 、 今 後 は 2019 年 度
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以 前 の よ う な 転 送 ス ピ ー ド に 戻 る 見 通 し は 立 っ て い る の か 回 答 を 求 め ま す 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ コ ロ ナ 感 染 拡 大 に よ る 在 宅 が 減 少 し 、ま た 、FT8 等 に よ

る 急 速 な 狭 帯 域 デ ジ タ ル 通 信 の 普 及 に つ い て も 落 ち 着 い て き て い る こ と で す 。 処

理 能 力 の 増 強 に つ い て は コ ロ ナ 感 染 拡 大 も ５ 類 へ 移 行 し た こ と か ら 、 そ の 準 備 を

積 極 的 に 進 め て い る と こ ろ で す 。  

 

＜森田会長回答＞確かに到着枚数は落ち着いてきたようですが、カード転送に時

間がかかっていることは否定できず、対策が必要です。会員への呼びかけ、電子

QSL の有効活用、処理の効率化を含めた総合的な対策を検討するために、本年 7

月の第 68 回理事会で「QSL 問題対策委員会」を設置したところです。 

 

（ ３ ） ア ワ ー ド の 青 少 年 助 成 に つ い て の 要 望  

 本 件 は 第 9 回 社 員 総 会 に お い て 小 職 が 提 案 し た 内 容 の 繰 り 返 し で す が 、ア ワ ー

ド は ア マ チ ュ ア 無 線 を 行 な う う え で の 目 標 と な る も の で す 。  

 な お 、第 9 回 社 員 総 会 で の 回 答 は 、「 ご 提 案 あ り が と う ご ざ い ま す 。青 少 年 育 成

は 大 変 重 要 で あ り 、 ア ワ ー ド 申 請 料 の 減 額 ・ 助 成 に つ い て の ご 意 見 に つ い て は 、

ア ワ ー ド 委 員 会 で 検 討 し て い た だ く こ と と い た し ま す 。」 と あ り ま す 。  

 実 際 に そ の よ う な 事 が 検 討 さ れ た の か 、 全 く 見 え て き ま せ ん 。  

 青 少 年 助 成 が な い も の は 、 ア ワ ー ド く ら い で す 。 青 少 年 の ア マ チ ュ ア 無 線 の 自

主 的 な 目 標 と し て 学 生 に も 参 加 し や す い も の と す る た め 、 ア ワ ー ド 申 請 料 の 青 少

年 助 成 を 再 度 強 く 求 め ま す 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ア ワ ー ド 委 員 会 で は 、 青 少 年 の ア マ チ ュ ア 無 線 家 へ の 対

応 と し て 、 記 念 ア ワ ー ド （ オ リ ン ピ ッ ク ア ワ ー ド な ど ） で 申 請 料 を 無 料 に す る な

ど （ 約 2800 件 の 申 請 中 、 青 少 年 か ら の 申 請 は 9 件 ） の 取 り 組 み を 社 員 総 会 で の

ご 意 見 等 を ふ ま え て 実 施 し て お り ま す が 、 青 少 年 の 方 へ 通 常 発 行 し て い る ア ワ ー

ド に つ い て の 申 請 料 の 減 免 に つ い て 改 め て 検 討 し て い た だ く こ と と し た い 。  

 

■準備書面 119P JA3WDL 井村厚 

（ 2） P51 会 員 拡 充 と ラ イ フ メ ン バ ー の 会 員 資 格 に つ い て  
定 款  第 10 条 に  正 員 で あ っ て ア マ チ ュ ア 局 の 免 許 を 失 っ た 者 は 、準 員 と す
る  と 記 載 さ れ て い ま す 。  

令 和 3 年 (2021 年 )10 月 以 降 、令 和 4 年 (2022 年 )2 月 末 日 ま で 、ラ イ フ メ
ン バ ー の 局 免 許 調 査 が 行 わ れ ま し た 。 約 800 名 の ラ イ フ メ ン バ ー が 、 開 局
の 約 束 を し た 事 が 発 表 さ れ て い て 、 結 果 は JARL 会 員 局 名 録 2022-2023 に
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も 反 映 さ れ て い ま す 。  
未 だ に「 開 局 ＝ コ ー ル サ イ ン 取 得 」を さ れ て い な い 方 が 、散 見 さ れ ま す 。  

会 員 資 格 の 定 期 的 な (再 )調 査 を 行 い ま し ょ う 。  
 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 選 挙 が あ る 前 の 年 に 、 一 昨 年 と 同 様 の 会 員 台 帳 整
備 を お こ な う 方 針 で 、 本 年 秋 に 会 員 台 帳 整 備 を 実 施 す る 予 定 で す。  
 

（ 3） 社 員 及 び 理 事 候 補 者 選 出 の 選 挙 で の 、 締 め 切 り 後 到 着 の 票 数 に つ い て  
郵 送 に よ る 選 挙 は 昨 年 、 令 和 4 年 (2022 年 )4 月 15 日 (金 )18 時 郵 送 到 着 の
投 票 で 行 わ れ ま し た 。 令 和 2 年 (2020 年 )と 比 べ る と 、 投 票 率 が 2.3 ポ イ ン
ト 下 落 の 報 告 が 有 り ま す 。  

普 通 郵 便 配 達 制 度 が 変 更 に な り ま し た 。 令 和 3 年 (2021 年 )10 月 か ら で 、
普 通 郵 便 の 配 達 日 時 が 遅 れ る 事 象 が 多 発 し て い ま す 。こ の 事 か ら 、締 め 切 り
後 に 投 票 用 紙 が 到 着 し た と 推 測 出 来 ま す 。  

今 後 、確 実 な 郵 送 (締 め 切 り 前 の 最 終 投 函 行 為 )を す る た め に 、件 数 を 教 え
て 下 さ い 。  
 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 昨 年 の 投 票 の 締 め 切 り 日 よ り 後 に 到 着 し た 投 票 用
封 筒 の 通 数 は 1,241 通 で す 。  
郵 便 の 配 達 状 況 が 変 わ っ た の で 早 め の 投 票 を お 願 い し ま す と 、 次 回 の 選 挙
で は 呼 び か け ま す 。  
 

■準備書面 121P  JA1MUY 仙石康信 

I 報告事項 

1. 非常災害時への体制整備について 

「 非 常 通 信 実 施 要 領 」  １ .非 常 通 信 支 援 体 制 図 が記 載 されています。この非

常通信支援体制は、大規模災害発生時に出来るだけ早急に設置されるものでは

あるが・・・  

2023 年度の体 制図に更 新する必 要があると思います。JARL 本部、地 方本部、

支部、登録クラブや会員などの具体的な体制図を作成して HP などで公開される

ようご検討お願いいたします。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 非 常 通 信 支 援 体 制 は 、大 規 模 災 害 発 生 時 に 出 来 る

だ け 早 急 に 設 置 さ れ る も の で は あ り ま す が 、地 方 本 部 ⾧ お よ び 支 部 ⾧ の も

と 、 万 が 一 に 備 え た 体 制 づ く り を お 願 い で き れ ば と 考 え て い ま す 。  

 
II その他 
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1. ＶｏＩＰ  割り当て周波数の拡張について 

無線機の新しい機能としてアクセスポイントモードが容易に利 用できるようになり

ました。これに伴い混信 でのトラブルも起きていると聞いております。Ｖｏ ＩＰ  割り当

て周波数の拡張をお願いいたします 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ あ る 区 分 を 拡 張 す る と 、隣 接 す る 区 分 が 減 少 す る

こ と に な り 、そ の 区 分 の 運 用 し て い る 局 か ら の 理 解 や ト ラ ブ ル が 生 じ る こ

と も 考 え ら れ 難 し い 状 況 で あ る こ と は ご 理 解 い た だ け る も の と 考 え ま す 。 

 

2. 前任関東地方本部長の会計について 

以前よりこの質問をしておりますが引き続き精 査すると回答のままです。理 事会

では解 決 しなくてもよいと考 えているのですか。一 般 的 感 覚 ではその行 為 は、刑

事・民事事案ではないでしょうか。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 今 の と こ ろ 進 展 は な い よ う で す 。  

 

3. アマチュアコードについて 

①  アマチュアコードを教えてください 

②  アマチュアコードは何のためにあるのですか 

③  以 前 、社 員 総 会 の開 会 時 にアマチュアコードを唱 和 されていましたが、現

在唱和しない理由を教えてください 

④  連盟に携わる方々の意 識を向 上するために、理事会、各 委員会、社 員総

会の開始時にも唱和するように改善をお願いいたします 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 「 ア マ チ ュ ア は 良 き 社 会 人 で あ る こ と 、 健 全 で

あ る こ と 、 親 切 で あ る こ と 、 進 歩 的 で あ る こ と 、 国 際 的 で あ る こ と 」  

JARL Web や 会 員 手 帳 に 記 載 し て お り ま す 。 総 会 時 の 唱 和 が な く な っ た

こ と に は 特 段 の 理 由 は ご ざ い ま せ ん 。  

 

4. 社員総会速記録について 

第 １ ０ 回 定 時 社 員 総 会 より社 員 総 会 速 記 録 が廃 止 されました。それまでは会

員の皆 様は速記録を見ることにより、社員が事 前に提出した準備 書面と、理事 側

の回答 の確認することができました。どの社 員が会員皆 様のためにどのように考え、

行動しているかなどを知る機 会がなくなってしましました。費用や時間がかかること

は十 分に承知しております。費用面などで速記録の再開が難しいのであれば、議
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事 録 の添 付 書 類 として準 備 書 面 及 び理 事 側 の回 答 の添 付 を希 望 致 します。再

度ご検討お願いいたします。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 現 在 の と こ ろ 、費 用 の 関 係 等 に よ り 速 記 録 の 作 成

は 予 定 し て お り ま せ ん 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 社 員 総 会 の 速 記 録 を 作 成 し 、 公 開 し ま し た 。  

 

5. 定款 第５章 役員について 

連盟の会長は代表執行理事でありながらなぜ無報酬とされているのでしょうか。

また、一般 社団法 人 では役員 が無報 酬 とされるのが一般的な考 え方 なのでしょう

か。責任と役割を考えると報酬を支給する必要を感じます 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 役 員 の 報 酬 の あ り 方 は 団 体 に よ っ て 異 な る よ う

で す 。当 連 盟 の 会 ⾧ は 正 員 の 中 か ら 選 任 さ れ る こ と を 前 提 と し た 制 度 設 計

と な っ て お り ま す 。  

 

6. レピータ局 アナログ・デジタル共用運用について 

５月１日に JARL 事務局、ワイヤレスネットワーク委員会、八重洲無線(株)様

に向けて５ 月 ３ １ 日 の期 限 をつけて質 問を致しました(参 考 資 料 参照 ください)。

JARL 事務局、ワイヤレスネットワーク委員会より ５月３１日に回 答をいただきま

した。どちらも審議 中案件のため回答できないというものでした。私が社員 になる

前 から、社 員 総 会 では同 様 な質 問 と回 答 が繰 り返 えているにも関 わらず、ほぼ

ゼロの回 答でした。１か月もたってからゼロ回答という大変 不誠実なものです。そ

こで５月３１日に６月５日の期限をつけて２回目の質問を JARL 事務局とワイヤ

レスネットワーク委員会にしました。期限を過ぎた６月 ９日になり回答がありました。

やはり、どちらも同じような内容です。また、八重洲無線(株)様からは回答をいた

だくことができませんでした。これは私の推 測ですが、審議中の案件のため、メー

カーとしてどの程度回答してよいか JARL 事務局に打診されたのに、回答がない

か圧力がかかったなどがあったのではないでしょうか（あくまでも推測です）。 

令和３ 年に理 事 会より諮問されてから、ワイヤレスネットワーク委 員会 では何を

やっていたのでしょうか。また、毎年の社員総会で回 答してきたことは何だったの

でしょうか。 

八重洲無 線(株)様から回答がなかったこと、また、JARL 事 務局とワイヤレスネ

ットワーク委員会からの同じような回答と、この件に関して、何かの強 い力が加わ
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っていて審議を進めないなど、誰かが（複数かも）指示もしくは誘導して審議をし

ない（遅らせる）などされていると考えられます。 

以上のことから、抜本的に組織の改善が必須ではないかと思います。 

そこで、次のように理事会に提案いたします。 

①  理 事 会が主 導して早 急に審 議する（ 進 める）  

②  JARL 事務 局 と委 員 会 はそれぞれが独 立 していなければならないが、今 回 の回 答

を見 ると相 談して回 答 していると思 われます。以 上 のことから、JARL 事 務 局 担 当

者 の変 更  

③  ②より、ワイヤレスネットワーク委員長の解任 

④  JARL 事務局よりいただいた回答のなかで参加委員の回答があるが（参考

資 料 ではマスクしてあります） 、不 自 然 に両 委 員 会 に参 加 している委 員 が

いるので、ワイヤレスネットワーク委員会からの解任 

⑤  社員に限りますが、ワイヤレスネットワーク委員会の議事録の閲覧を可 能と

する 

 以上の改善のお約束をお願いします 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ワ イ ヤ レ ス ネ ッ ト ワ ー ク 委 員 会 に お い て 鋭 意 検 討 中 で あ

る こ と を ご 理 解 く だ さ い 。  

 

■準備書面 147P 7L1FFN 磯 直行 

●報告事 項（１）「令 和４年度事業報告 」，（ ２）「 令和５年度収支 予 算」および（３）

「令和５ 年度事業計画」に 関する質問事項 

 

○ 令 和 ４ 年 度 お よ び 令 和 ５ 年 度 以 降 の 会 員 増 強 企 画 に つ い て  

 

議 案 書「 令 和 ４ 年 度 事 業 報 告 」（ ５ １ ペ ー ジ ）の「 １ ．会 員 拡 充 へ の 取 り 組 み 」

に は ，「 令 和 ４ 年 度 末（ 令 和 ５ 年 ３ 月 ７ 日 現 在 ）の 会 員 数 が 前 年 同 期 比 で は １ ５ ８

名 減 と な り ま し た が ， 正 員 数 に つ い て は 前 年 同 期 比 で ２ ９ ５ 名 増 加 し て お り ， 全

体 と し て 増 加 に 転 じ た 一 昨 年 度 以 来 ，会 員 数 は 堅 調 に 推 移 し て い ま す ．」と あ り ま

す ．   

一 方 ，議 案 書「 令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 」（ ９ １ パ ー ジ ）の「 １ ．会 員 拡 充 へ の 取 り

組 み 」に は ，「 新 規 入 会 者・現 会 員 に 向 け た 各 種 キ ャ ン ペ ー ン を 継 続 し … 会 員 数 が

よ り 堅 調 に 推 移 す る よ う 今 年 度 も 一 層 の 会 員 拡 充 に 取 り 組 み ま す ．」 と あ り ま す ． 

 引 き 続 き 令 和 ５ 年 度 も 地 方 本 部・支 部 向 け の 会 員 増 強 企 画 が 行 わ れ て い ま す が ，

す で に 会 員 で あ る 方 向 け の 各 種 キ ャ ン ペ ー ン 等 を 実 施 し 会 員 数 を 維 持 す る 計 画 と
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読 み 取 れ ，会 員 増 強 企 画 採 択 時 に も 実 施 条 件 と し て 追 加 さ れ る よ う に な り ま し た ．

し か し ，ア マ チ ュ ア 無 線 に 興 味 を 持 ち ，JARL へ 入 会 を 検 討 し て い る 非 会 員 に 対 し

て ，JARL の 存 在 を 周 知 し ア プ ロ ー チ す る 会 員 増 強 企 画 も  JARL の ⾧ 期 的 な 安 定・

維 持 に 効 果 が あ る と 考 え ま す ． 愛 知 県 支 部 で は 平 成 ２ ７ 年 度 か ら ８ 年 間 継 続 し て

会 員 増 強 企 画 に 取 り 組 み 多 く の 新 入 会 者 を 迎 え て い ま す が ， そ の 入 会 者 の ご 意 見

等 か ら ， ア マ チ ュ ア 無 線 に 興 味 を も つ 非 会 員 の 方 々 へ の PR 活 動 等 に も 予 算 等 を

割 り 当 て る べ き と 考 え ま す ．  
 
（ 質 問 ）  

「 会 員 数 が よ り 堅 調 に 推 移 す る よ う 」 の 部 分 に つ い て ， 会 員 拡 充 は 今 後 も 「 新 規

入 会 者 を 増 や す こ と 」よ り も ，「 現 会 員 を 維 持 す る こ と 」を 第 一 に 目 指 す と い う こ

と か ， 会 員 増 強 企 画 の 基 本 方 針 を お 尋 ね い た し ま す ．  

ま た ， そ の 場 合 の 会 員 維 持 ・ 増 強 に お け る １ ０ 年 先 ， ２ ０ 年 先 の 展 望 を お 尋 ね い

た し ま す ．  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 新 規 入 会 者 の 増 加 を 目 指 す こ と は 非 常 に 重 要 な こ と だ と

認 識 し て い ま が 、 ま ず は 、 既 存 の 会 員 の 方 々 が よ り ⾧ く 会 員 を 継 続 し て い た だ く

施 策 と 考 え て い り ま す 。  
 

（ 意 見 ： 第 １ ０ 回 定 時 社 員 総 会 ， 第 １ １ 回 定 時 社 員 総 会 と 同 じ 意 見 ）  

 

私（ 7L1FFN）は「 JARL 正 常 化 プ ロ ジ ェ ク ト 」の メ ン バ ー で も ，「 JARL 会 員 フ

ァ ー ス ト の 会 」の メ ン バ ー で も あ り ま せ ん ．一 般 の ア マ チ ュ ア 無 線 家 お よ び JARL

会 員 に 最 も 近 い 立 場 の 社 員 （ 支 部 ⾧ ） と し て ， 意 見 し ま す ．  

 

 主 に 会 ⾧ を 中 心 と し た 「 JARL 会 員 フ ァ ー ス ト の 会 」 と ， そ れ に 異 議 を 唱 え る

「 JARL 正 常 化 プ ロ ジ ェ ク ト 」 の こ と で す ．  

組 織 を 運 営 す る に あ た り ， さ ま ざ ま な 意 見 が 寄 せ ら れ る の は 当 然 で す ． ま ず は

そ の よ う な 意 見 を 広 く 聞 い た う え で ， 論 理 的 に 整 理 し ， 総 合 的 に 判 断 し ， そ し て

じ ゅ う ぶ ん な 説 明 と と も に 結 論 を 通 知 す れ ば 多 く の 方 は 満 足 す る と 考 え ま す ． 本

件 は ， 本 来 ア マ チ ュ ア 無 線 家 が 得 意 と す る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 力 が 不 足 し て い る

こ と が 原 因 と 考 え ま す ．JARL 執 行 部 は「 汗 を か く こ と が 仕 事 で あ る 」こ と を 認 識

し ， 他 の 先 頭 に 立 っ て ， ま ず は 意 見 を 聞 く 行 動 を し て い た だ き た い と 思 い ま す ．

そ れ に よ り ， 各 県 支 部 会 員 を は じ め と す る 日 本 全 国 の ア マ チ ュ ア 無 線 家 が 一 枚 岩

に な り ， 気 持 ち よ く ア マ チ ュ ア 無 線 を 楽 し む こ と が で き る と 思 い ま す ．  
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も う ４ 年 も 同 じ こ と を 意 見 し て い ま す が ， JARL 会 員 の 多 く が ，「 JARL 会 員 フ

ァ ー ス ト の 会 」，「 JARL 正 常 化 プ ロ ジ ェ ク ト 」の こ と に 巻 き 込 ま れ ，本 来 楽 し い は

ず の ア マ チ ュ ア 無 線 活 動 が 阻 害 さ れ て お り ， 大 変 困 惑 し て い ま す ．  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 「 JARL 会 員 フ ァ ー ス ト の 会 」 は 活 動 し て お り ま せ ん 。  

 

■準備書面 151P  JA1RTS 日下照朗 

2. 報 告 事 項  

1） 第 10 回 総 会 で さ ら な る 総 通 へ 違 法 対 策 を お 願 い し ま し た が  

ど の よ う な 活 動 を さ れ ま し た か 。  

JARL は ど ん な 対 策 が な さ れ ま し た か 。  

特 に 北 海 道 地 方 本 部 の 活 動 報 告 を 求 む 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 総 合 通 信 局 に は 日 常 的 に 連 絡 を 取 り 合 っ て お り 、そ

の 中 で 違 法 局 の 取 り 締 ま り 強 化 を お 願 い し て い ま す 。  

 

2） 会 員 表 彰 に つ い て  

ラ イ フ メ ン バ ー も 切 望 し ま す 。  

 

総 会 で QSL 転 送  JARLNEWS の み オ プ シ ョ ン の は ず が  

総 会 決 議 と 違 う じ ゃ な い で す か 。  

ラ イ フ メ ン バ ー か ら 不 満 が 多 数 寄 せ ら れ て い ま す 。  

修 正 下 さ い 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ラ イ フ メ ン バ ー 全 員 と な る と 2 万 数 千 人 の 表 彰 と い

う こ と に な り ま す 。 表 彰 の 趣 旨 か ら し て 非 現 実 で あ り 、 ラ イ フ メ ン バ ー 会 費

納 入 と い う 形 で ア マ チ ュ ア 無 線 の 向 上 と 連 盟 事 業 の 発 展 に 寄 与 さ れ た 方 を

対 象 と さ せ て い た だ き ま し た 。 ラ イ フ メ ン バ ー の 方 々 の JARL に 対 す る 貢 献

は 十 分 理 解 し て お り ま す 。  

 

3） 会 費 に つ い て  

ハ ム の 集 い の 会 場 で 会 ⾧ か ら   

こ こ 20 数 年 会 費 の 値 上 げ を し て こ な か っ た  

会 費 の 値 上 げ も 視 野 に 入 れ ら れ る 共 取 れ る よ う な 発 言  

年 金 会 員 各 局 か ら サ ー ビ ス の 縮 小 は 仕 方 が な い と し て も  
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会 費 の 値 上 げ は し な い 様 懇 願 さ れ て い ま す 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 現 状 、 内 部 留 保 が あ る 間 は 、 会 費 の 値 上 げ は 考 え て

お り ま せ ん 。 現 在 の 会 員 サ ー ビ ス を 維 持 し て ま い り た い と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 会 員 サ ー ビ ス に つ い て は 、 よ り よ い 形 を 検 討 し た い と 考 え

て お り ま す 。  

 

■準備書面 153P JK1FNL 小林 直行 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 社 員 の 各 地 域 ご と の 定 数 に つ き ま し て は 、 さ ま ざ ま な ご

意 見 が あ り ま す が 、単 純 に 会 員 数 の 比 例 で い く と 、関 東 で 3 割 を 占 め る こ と に な

り 、 他 の エ リ ア の 方 が 納 得 で き る か ど う か 疑 問 が 残 り ま す 。 や は り あ る 程 度 の 按

分 が 必 要 で は な い か と 思 い 、 慎 重 な 議 論 が 必 要 で あ る と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 理 事 や 社 員 の 選 挙 の 仕 組 み に つ い て は 、 今 後 よ り よ い 形 を 目 指

し て 検 討 が 必 要 と 考 え て お り ま す 。
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 支 部 ⾧ は そ れ ぞ れ の 地 域 に お い て 連 盟 事 業 推 進 の た め の

重 要 な 役 割 を 担 っ て お り 、 社 員 と し て 社 員 総 会 に お い て 連 盟 の 重 要 事 項 決 定 に 参

画 し て い た だ く 必 要 が あ る と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 理 事 や 社 員 の 選 挙 の 仕 組 み に つ い て は 、 今 後 よ り よ い 形 を 目 指

し て 検 討 が 必 要 と 考 え て お り ま す 。  

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 支 部 ⾧ は そ れ ぞ れ の 地 域 に お い て 連 盟 事 業 の た め の 重 要

な 役 割 を 担 っ て お り 、 社 員 と し て 社 員 総 会 に お い て 連 盟 の 重 要 事 項 決 定 に 参 画 し

て い た だ く 必 要 が あ る と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 理 事 や 社 員 の 選 挙 の 仕 組 み に つ い て は 、 今 後 よ り よ い 形 を 目 指

し て 検 討 が 必 要 と 考 え て お り ま す 。  
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 選 挙 公 報 に つ い て の ご 意 見 は 選 挙 管 理 会 に お 伝 え し 検 討

し て い た だ き ま す 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 選 挙 公 報 の 様 式 は 選 挙 管 理 会 で 定 め る こ と と な っ て お り

ま す 。 選 挙 公 報 に つ い て の ご 意 見 は 選 挙 管 理 会 に お 伝 え し ま す 。  

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 令 和 4 年 7 月 に 開 催 さ れ た 第 62 回 理 事 会 に お け る 決 議

で 、 専 務 理 事 候 補 の 適 任 者 が い な い た め 、 当 面 は 会 ⾧ が 業 務 執 行 等 を お こ な う こ

と と さ れ ま し た 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 専 務 理 事 が 必 須 か ど う か も 含 め て 、 再 検 討 が 必 要 と 考 え ま す 。  
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 専 務 理 事 候 補 の 適 任 者 が い な い た め 選 任 が な さ れ て お り

ま せ ん が 、 早 期 に 選 任 さ れ る こ と が 望 ま し い と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 専 務 理 事 が 必 須 か ど う か も 含 め て 、 再 検 討 が 必 要 と 考 え ま す 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 昨 年 の ハ ム フ ェ ア の 特 設 ブ ー ス で は 、 青 少 年 に 向 け の

Q&A コ ー ナ ー や 、特 別 局 や ア ン テ ナ の 見 学 ツ ア ー を 企 画 し ま し た が 、今 年 も ニ ュ

ー カ マ ー 向 け の 企 画 を 検 討 中 で す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ ハ ム フ ェ ア の 様 々 な あ り か た に つ い て は 、 ハ ム フ ェ ア 実 行 委 員

会 （ 澤 田 委 員 ⾧ ） に 抜 本 的 な 検 討 を お 願 い し た と こ ろ で す 。  

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 実 行 委 員 の 公 募 を お こ な う こ と は 考 え て お り ま せ ん 。  

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ ハ ム フ ェ ア の 様 々 な あ り か た に つ い て は 、 ハ ム フ ェ ア 実 行 委 員

会 （ 澤 田 委 員 ⾧ ） に 抜 本 的 な 検 討 を お 願 い し た と こ ろ で す 。  
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 自 局 内 通 信 に つ い て の 総 務 省 の 考 え 方 を 公 表 し て い る の

で 、 自 局 内 通 信 を 認 め て い た だ く に は 、 公 表 さ れ て い る 理 由 を 超 え る 理 由 が 必 要

で す 。  

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ コ ロ ナ 感 染 拡 大 に よ る 在 宅 が 減 少 し 、ま た 、FT8 等 に よ

る 急 速 な 狭 帯 域 デ ジ タ ル 通 信 の 普 及 に つ い て も 落 ち 着 い て き て お り 、 コ ロ ナ も ５

類 へ 移 行 し た こ と か ら 、 処 理 能 力 の 増 強 に つ い て そ の 準 備 を 積 極 的 に 進 め て い る

と こ ろ で す 。  

 

＜森田会長回答＞確かに到着枚数は落ち着いてきたようですが、カード転送に時

間がかかっていることは否定できず、対策が必要です。会員への呼びかけ、電子

QSL の有効活用、処理の効率化を含めた総合的な対策を検討するために、本年 7

月の第 68 回理事会で「QSL 問題対策委員会」を設置したところです。 

 



第 12 回社員総会 報告事項 

72 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ JARL Web の 記 事 に つ い て 転 載 等 の 申 し 出 が あ っ た 場 合
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は 、 個 別 に 目 的 や 転 載 内 容 等 確 認 を お こ な っ て お り ま す 。 こ う し た 申 し 出 が な い

ネ ッ ト 上 の 各 コ ン テ ン ツ に つ い て 、 個 々 に チ ェ ッ ク を お こ な う こ と は 実 際 上 難 し

い と 考 え て お り ま す が 、 対 応 が 必 要 で あ る と 思 わ れ る も の つ い て は 確 認 を お こ な

っ て ま い り ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 会 員 フ ァ ー ス ト の 会 に よ る JARL Web 記 事 の 無 断 転 載 は 不 適 切

で あ っ た と 考 え て お り ま す 。  

■準備書面 165P  JF8DSN 齋藤 恵子 

２ ）． 提 案 ・ 要 望 と し て  「 会 員 向 け サ ー ビ ス に つ い て 」  
 

近 年 自 然 災 害 が 増 え て い ま す が 被 災 し た JARL 会 員 に 対 し て 見 舞 金 等 の サ ー

ビ ス を 検 討 し て は い か が で し ょ う か ？  

基 準 な ど 決 め る の は 大 変 か と 思 い ま す が 、 被 災 さ れ た 方 は 第 一 に 生 活 基 盤 の 復

旧 だ け で 大 変 な 思 い を し て い ま す 、 そ の あ と に 趣 味 の 無 線 を ま た 再 開 で き る よ

う JARL は 被 災 し た ア マ チ ュ ア 無 線 家 に 応 援 の 気 持 ち と し て 寄 り 添 う や さ し さ

が あ っ て も 素 敵 な こ と だ と 思 い ま す 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 会 員 専 用 の 保 険 商 品 等 を ご 用 意 し て い ま す が 、 会 員 の

皆 さ ん の ア マ チ ュ ア 無 線 ラ イ フ を サ ポ ー ト す る 上 で ニ ー ズ の 高 い も の を 引 き 続

き 検 討 し た い と 思 い ま す 。  

 
３ ）． 提 案 ・ 要 望 と し て  「 収 益 に つ な が る 活 動 に つ い て 」   
   

  カ プ セ ル ト イ （ モ ー ル ス 電 鍵 ミ ニ チ ュ ア コ レ ク シ ョ ン ） ＝ モ ー ル ス ガ チ ャ の

コ ラ ボ 企 画 商 品 に つ い て 収 益 等 は ど の よ う に な っ て い ま す で し ょ う か ？  

と て も 良 い 企 画 だ っ た と 思 い ま す 。  

以 前 に 収 益 に つ な が る JARL 独 自 の 携 帯 ス タ ン プ や キ ャ ラ ク タ ー 等 提 案 致 し ま

し た が  

こ れ か ら も 遊 び 心 を 取 り 入 れ た 身 近 な 文 具 や 無 線 に 関 す る 物 を 企 画 商 品 化 し

収 益 を 生 む 活 動 を 推 進 し て 頂 き た い と 思 い ま す 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ カ プ セ ル ト イ に つ き ま し て は 、 企 画 へ の 協 力 ・ 監 修 と

し て 関 わ り 、 収 益 と い う 形 で は な い で す が ア マ チ ュ ア 無 線 の Ｐ Ｒ と な っ た か と

考 え ま す 。 今 後 も 様 々 Ｐ Ｒ 方 法 に 取 り 組 ん で ま い り ま す 。  

 

                                                                       


